
②仕様書改定案（機能要件）に関するご意⾒【滞納管理】

修正前 修正後 分類（選択肢から選
択） 詳細 重複意⾒

（連番）
類似意⾒
（連番）

他業務確認
（該当○）

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否
（共有・報告/意⾒聴取） 対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）
修正内容

1298 4 滞納管理 1.1.1 ①︓要件追加 ②︓前回記載意⾒

収納管理システムから個⼈住⺠税（特別徴収・普通
徴収）、固定資産税、都市計画税、軽⾃動⾞税
（種別割）、法⼈住⺠税、に係る納付情報を連携ま
たは参照できること。

個⼈住⺠税（年⾦特徴）については滞納調定として
表示・判定されないこと。

個⼈住⺠税（給与特徴）の未納期別は、事業者
（特別徴収義務者）画面に表示されること。

収納管理システムから個⼈住⺠税（特別徴収・普通
徴収）、固定資産税、都市計画税、軽⾃動⾞税
（種別割）、法⼈住⺠税、共有者情報に係る納付
情報を連携または参照できること。

個⼈住⺠税（年⾦特徴）については滞納調定として
表示・判定されないこと。

個⼈住⺠税（給与特徴）の未納期別は、事業者
（特別徴収義務者）画面に表示されること。

法⼈住⺠税については均等割と法⼈割などの内訳につ
いても取り込めること。

①︓地方税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

破産事件の開始決定があった場合に、交付要求関係書類は財団債権と破産債権に分離して
作成する必要があり、またそのうちの破産債権については、優先的破産債権と劣後的破産債権
（破産法第９８条及び第９９条に定める）に分離して作成する必要がある。法⼈住⺠税は
通常均等割と法⼈割のどちらも財団債権となるが、例外として、破産⼿続開始ごとの法⼈税割
については劣後的破産債権となる。そのため法⼈住⺠税について均等割と法⼈割の内訳を取り
込む必要がある。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度1 要検討 意⾒聴取

頻度は⾼くないように思われるため、基本的には変更なしを想定。

<確認事項>
すべての構成員において、破産⼿続き開始後の法⼈税割の計算を、⼿計算で実施あるいは課税システムを確認し、⼿動で明細の数値
を変更する対応で問題ないか。

（補足）
滞納管理の2.7.1.において、均等割、法⼈割のデータ項目に係る記載があるが、これは左記意⾒とは関係しない。
こちらは他⾃治体に対して実施した実態調査の回答結果を管理するための項目であり、⾃団体内の法⼈に関する均等割、法⼈税割を
課税側から連携することは想定していない。

⼿計算で差し支えない 記載の内容で問題無いと思われる。 【確認】⼿動ではなく申告後の連携を
待った方が無難と思われます。 問題ない。 問題ない。該当事案が発⽣する頻度は

⾼くないと考える。

頻度はそれほど多くないと考えています
が、⼀部の⾃治体では現⾏パッケージで
対応しているということは、必要性が⾼い
のでしょうか︖

変更なし 1市、申告後の連携後の連携がよいとあるが、発
⽣頻度の低さから、変更しないこととする。

109 16 滞納管理 2.1.1 2 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 実装してもしなくても良い 実装すべき ⑥︓住⺠サービス向上 電話番号の情報は、滞納整理の業務において不可⽋な要素であるため。
項番2.1.1　枝番1　への移項を要望する。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 109 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
電話番号の表示は滞納者管理画面上表示されているか。必要性は⾼いか。

表示している
必要性は⾼いと考える

電話番号の表示は、滞納整理業務に
不可⽋

本市では現在管理画面上表示されて
いないが、経過記録等には記録されて
おり必要性は大⾼いと思われる。

【確認】現⾏の滞納者管理画面上でも
⾒やすい位置に表示されている。庁内
電話もナンバーディスプレイであり、本⼈
確認の⼀助にもなり必要性は⾼い。

表示されている。機械での⾃動音声催
告を⾏っているので必要性は⾼い。

滞納管理画面上に表示している。滞納
者への架電催告や、SMS送信による催
告等に使用するため、必要性は⾼い。

修正

電話番号が滞納者管理画面上にあることの必要
性については各構成員からの意⾒のとおり。
共通要件上電話番号については管理されている
ため、要件からは削除するが、実装は⾒込まれる
想定。

1900 24 滞納管理 2.1.1 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒

以下の個⼈情報、調定情報、収納情報、分割納付
誓約情報、滞納処分情報等を滞納者管理画面で確
認できること。また、滞納処分費を管理できること。
・・・・

以下の個⼈情報、調定情報、収納情報、分割納付
誓約情報、滞納処分情報、最終接触日等を滞納者
管理画面で確認できること。また、滞納処分費を管理
できること。
・・・・

⑦︓業務効率化
最終接触日が確認できることで、前回の交渉記録をさかのぼりやすくなり、交渉時に有効なた
め。 催告や納付交渉時などで各種対象者抽出の条件とし

て多用するため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 1900 追加 共有・報告

・最終接触日
⇒2.1.8.の滞納者抽出機能、2.2.8.の催告対象者抽出機能にて、「最終接触日」を追加する。
⇒なお、最終接触日の定義を示すため、それぞれの備考列に以下の⽂章を追加する。
「最終接触日については、交渉経過上で管理される日付、交渉方法の組み合わせや、日付の有無を元に管理される項目を想定。」

問題ないと考える 追加 左記の方針のとおり。

2193 25 滞納管理 2.1.1 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

以下の個⼈情報、調定情報、収納情報、分割納付
誓約情報、滞納処分情報等を滞納者管理画面で確
認できること。また、滞納処分費を管理できること。
＜個⼈情報＞
・年齢　・勤務先　・特別徴収先情報（会社名、宛名
番号、住所等）　・⽣活保護
・担当者名

＜調定情報＞
・課税情報（賦課年度、課税年度、期別）（個⼈
住⺠税（普通徴収、特別徴収）、法⼈住⺠税、固
定資産税、軽⾃動⾞税（種別割））
・所得　・控除　・申告区分　・法⼈代表者氏名　・法
⼈設⽴年⽉日
・所有する不動産、軽⾃動⾞

＜収納情報＞
・収納税目　・収納額　・督促・催告の発送・停止　・
公示送達　・滞納区分
・収納履歴（領収年⽉日、領収年⽉日）　・納付方
法　・振替口座情報　・速報情報
等

以下の個⼈情報、調定情報、収納情報、分割納付
誓約情報、滞納処分情報等を滞納者管理画面で確
認できること。また、滞納処分費を管理できること。
＜個⼈情報＞
・年齢　・勤務先　・特別徴収先情報（会社名、宛名
番号、住所等）　・⽣活保護
・担当者名

＜調定情報＞
・課税情報（賦課年度、課税年度、期別）（個⼈
住⺠税（普通徴収、特別徴収）、法⼈住⺠税、固
定資産税、軽⾃動⾞税（種別割））
・所得　・控除　・申告区分　・法⼈代表者氏名　・法
⼈設⽴年⽉日
・所有する不動産、軽⾃動⾞

＜収納情報＞
・収納税目　・収納額　・督促・催告の発送・停止　・
公示送達　・滞納区分
・収納履歴（領収年⽉日、公⾦年⽉日）　・納付方
法　・振替口座情報　・速報情報
等

⑧︓業務精度向上
収納履歴（領収年⽉日、領収年⽉日）と重複して記載されてしまっている。収納履歴として領
収年⽉日（実際に納税者が支払った日付）と公⾦年⽉日（市にお⾦が⼊ってきた日付）と
２つの日付が管理されているため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 2193 修正 共有・報告

・記載誤りの為、以下のとおり修正する。
「・収納履歴（領収年⽉日、領収年⽉日）」
→「・収納履歴（領収年⽉日、収⼊年⽉日）」

他の機能要件、帳票要件上の用語の表記ゆれについても修正する。

問題ないと考える 修正 左記の方針のとおり。

2294 26 滞納管理 2.1.1 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

＜個⼈情報＞
・年齢
・勤務先
・特別徴収先情報（会社名、宛名番号、住所等）
・⽣活保護
・担当者名

「個⼈情報」の管理項目において、送付先、DV情報、
固定資産税（共有者情報）、納税管理⼈及び相続
⼈代表者の情報が確認できること。

⑧︓業務精度向上 滞納処分、納税折衝等の滞納整理を正確に実⾏するため 随時、滞納処分、納税折衝等の滞納整理を⾏うため
に使用

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 追加 共有・報告

・追加を希望する以下のデータ項目について、以下のとおり回答
送付先
　→対応不要。2.1.1.に記載はないが、本要件に記載のある項目は例示であり、ベンダに記載の有無を委ねるため。なお、送付先は
3.1.8.で管理している。

DV情報
　→対応不要。1.1.2.及び共通要件で記載されている処理注意者情報と想定。2.1.1.に記載はないが、本要件に記載のある項目は
例示であり、ベンダに記載の有無を委ねるため。

固定資産税（共有者情報）
　→2.1.1.に記載はないが、本要件に記載のある項目は例示であり、ベンダに記載の有無を委ねるため、本機能の記載は変更しない。
　⇒ただし、滞納管理システムにおいて、固定資産税システムで作成される共有情報についての記載が不足しているため、4.2.1.「収納
管理システムとの連携」の備考列に、以下の⽂章を追加する。
「宛名情報については、固定資産税システムの共有情報（固定資産税システム4.2.1.）を収納管理システムて受け取った（収納管
理システム1.1.2.）ものを受領する想定」

納税管理⼈
相続⼈代表者
　→対応不要。共通要件1.1.1.-9にて記載あり。共通要件上記載のある項目は、本要件の＜個⼈情報＞においては記載していな
い。2.1.1.に記載はないが、本要件に記載のある項目は例示であり、ベンダに記載の有無を委ねるため、本機能の記載は変更しない。

問題ないと考える 追加

1152 30 滞納管理 2.1.1. 1 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒
以下の個⼈情報、調定情報、収納情報、分割納付
誓約情報、滞納処分情報等を滞納者管理画面で確
認できること。また、滞納処分費を管理できること。

（省略）
「滞納者区分（ランク）」
等

⑦︓業務効率化 備考欄に「滞納者区分（ランク）」の説明があるのに機能要件に記載がないので記載漏れで
しょうか。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 修正 共有・報告
備考の記載を、以下のとおり修正。
「「滞納者区分（ランク）」︓機能要件2.1.3.に記載の通り。」
→「上記のとおり、機能要件2.1.3.に記載の「滞納者区分（ランク）」と、上記「滞納区分」は定義が異なることに留意する。」

問題ないと考える 修正 左記の方針のとおり。

1547 32 滞納管理 2.1.1. 1 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 「個⼈情報」について具体的に挙げるか、共通要件の
宛名情報の項番・枝番等で明記する必要がある。 ⑧︓業務精度向上

第1版公開前の意⾒照会では「個⼈情報」のうちのどの項目が画面表示対象か明確であった
が、第1版及び今回の案では「住所、氏名、ふりがな、国籍」等、共通機能要件の宛名管理情
報のうちどこまでが表示対象か不鮮明になった。
表示すべき項目とどちらでも良い項目にわけて良いので、具体的な表記をしてほしい。

優先度2 1547 修正 共有・報告

共通要件に記載のある項目は、本項目では記載していない。
共通要件上の項目、本要件の項目のうち、どの項目を滞納者画面上表示するかはベンダに委ねることとするため、本機能の記載は変更
しない。

なお、本要件については同様の意⾒があることから、要件の考え方・理由の⽂章を修正する。
「・滞納者に関する情報を⼀目で把握するため、滞納者管理画面に表示される項目を列挙し「実装すべき機能」とした。」
⇒「・滞納者に関する情報を⼀目で把握するため、滞納者管理画面に表示される項目を列挙し「実装すべき機能」とした。なお、実際に
どの項目を滞納者管理画面に表示させるかは、ベンダに委ねることとする。」

「・なお、個⼈情報については、共通要件で管理する情報をベースに項目を記載している。」
→「・なお、個⼈情報については、共通要件で管理する情報以外の情報を記載している。」

問題ないと考える 修正

1666 49 滞納管理 2.1.14 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 【要件の考え方・理由】
「・なお、返戻履歴は有無が分かりさえすればよい。」

返戻履歴についても、返戻年⽉日を追加することを要
望する。 ⑦︓業務効率化 返戻履歴についても督促履歴や公示履歴同様に年⽉日の記載を要望する 返戻年⽉日も必須 ③︓現⾏システムでは使

用していない機能 優先度4 1666 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
返戻の日時を職員が⼊⼒し、それを明細上記載する運用は⼀般的か。

返戻年⽉日は管理できるようになってい
る

当市では返戻年⽉日を交渉記録に記
載している。

前橋市では返戻履歴の有無のみ。返
戻日時は⼊⼒していない。

本市では返戻の日時は記録している
が、明細上には記載していない。

【確認】催告書などの返戻は、届かな
かったことを交渉記録へ⼊⼒している。
日についても⼊⼒。督促状は収納シス
テムを参考。発布日と公示送達日は連
携。

返戻日は職員が⼊⼒している。項目と
してではなく、対応履歴の記事に⼊⼒し
ている。何らかの明細に返戻日が記載さ
れることは無い。なお、督促状の返戻日
は返戻⽉の⽉末としている。

別に、収納管理システムにも職員が⼊
⼒を⾏っている。そちらは「返戻日」の項
目への⼊⼒。滞納管理システム側に⼊
⼒した返戻日を収納管理システム側に
⾃動連携する形を取るならば、滞納管
理側にも項目として⼊⼒する意味はあ
る。

現⾏システムでは返戻日についても⼊
⼒している。

返戻の日時を管理することは理想的で
すが、事務量を考えれば判断は難しい
です。

修正

返戻年⽉日を項目管理する団体が3団体あるこ
と、交渉経過での管理であっても返戻日の管理は
必要と思われることから、返戻日の管理について記
載することとする。

1312 60 滞納管理 2.1.17 2 ①︓要件追加 ②︓前回記載意⾒

滞納管理システムで扱う納税義務者には、担当者・グ
ループ（班等）が⾃動で設定されていること。

設定される担当者は、地区・市外地区（国籍等）・
個⼈・法⼈等をもとに、滞納者に紐付くこと。

担当者設定後、担当者ごとの宛名件数をシミュレート
できること。

担当者変更前後における、担当する滞納者の⼀覧を
出⼒できること。

作成されたグループについて、グループ作成日と現在日
の対象者数、完納者数、未納者数、未納額等を参照
できること。

滞納管理システムで扱う納税義務者には、担当者・グ
ループ（班等）が⾃動で設定されていること。

設定される担当者は、地区・市外地区（国籍等）・
個⼈・法⼈等をもとに、滞納者に紐付くこと。共有者・
関連者についても紐付くこと。

担当者設定後、担当者ごとの宛名件数をシミュレート
できること。

担当者変更前後における、担当する滞納者の⼀覧を
出⼒できること。

作成されたグループについて、グループ作成日と現在日
の対象者数、完納者数、未納者数、未納額等を参照
できること。

④︓現⾏事務処理・現
⾏機能の踏襲 共有者・関連者についても同担当者で折衝したほうが効率が良いため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度4 1312 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
共有者、関連者を同⼀担当者で管理するのは⼀般的か。

滞納者から共有者・関連者が参照でき
れば問題ないと考える

地区担当者をメインとしているが、共有
者、関連者に滞納があり同⼀担当が管
理する方が効率的と判断する場合は、
第二担当者を設定している。

前橋市では同⼀担当者が管理してい
る。

本市では滞納者全員に担当を割り当て
てはいないが、共有者、関係者について
は同⼀担当としている。

【確認】滞納年度及び地区別で担当
者を分けているため共有者、関連者を
同⼀管理にはなっていない。同⼀管理
にした方が都合がよい場合には⼿動で
担当者を変更している。
※当市では固定資産税の当初納付書
を代表者にのみ発送している。

地区割りであるため同⼀担当者で管理
はしていない。個別に検討したうえで必
要な場合は担当者を⼿動で変更してい
る。

⼀般的である。 同⼀担当者で管理することが多いが、
別の担当者で担当する場合もある。 修正

構成員からは、同⼀担当者が⼀般的という意⾒
と、基本は地区設定し⼿動設定で対応可能とい
う意⾒があることから、共有者、関連者を紐づけて
同⼀担当者に⾃動で設定する機能は、オプション
とする。

1667 61 滞納管理 2.1.17 1 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 「滞納管理システムで扱う納税義務者にかかる担当
者・グループ（班等）は⾃由に作成できること。」 ⑧︓業務精度向上 下記のようなものを⾃由に作成できるということなのか、具体例を確認したい。

例）担当︓「吉⽥」、グループ︓「地域２班」 優先度2 追加 共有・報告
担当者、グループの具体例を、備考列に記載する。
例︓
担当者名︓税務　太郎　/　グループ︓1班

問題ないと考える 追加 左記の方針のとおり。

1543 82 滞納管理 2.1.20. 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 「以下の期別はデフォルトで表示されないこと。」

「以下の期別は、⼀般的利用・差押帳票作成・交付
要求帳票作成・分割納付計画・催告利用のそれぞれ
においてデフォルトで表示するかしないかを設定できるこ
と。」

⑦︓業務効率化

差押は督促後10日経過、交付要求は納期限後に⾏えるのが法令上の原則であるから、デフォ
ルトで表示する期別を⼀般の滞納明細と同じにすると事務処理が停滞する。
当区の現⾏システムでも初期値の使い分けができているので、使い道による初期値設定ができる
ように定めるべきである。

⼀般的利用では納期到来分、差押帳票作成では督
促状発付後10日経過と繰上徴収分、交付要求では
納期到来分、分割納付計画では今後の納期も含む、
催告利用では納期到来分のうち督促発付後10日未
経過を除く運用等を想定する。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 1543 要検討 意⾒聴取

<確認事項>
記載を以下のとおり変更するが、問題ないか、各団体の運用をもとに詳細にご確認いただきたい。※別添「参考 帳票ごとに必要となる期
別表」についても参照のこと。滞納明細について、出⼒する期別を任意に選択できること。⾦額は任意に修正できること。延滞⾦のみでも
出⼒できること。滞納明細にデフォルトで出⼒される期別は、帳票ごとに異なるため、以下の整理のとおりとすること。
【時効完成期別】
差押、参加差押、交付要求、捜索、債権現在額申⽴、催告書、滞納明細に出⼒されない。任意の選択も不可。
【不納⽋損期別】
差押、参加差押、交付要求、捜索、債権現在額申⽴、催告書、滞納明細に出⼒されない。任意の選択も不可。
【執⾏停止期別】
催告書、滞納明細について、デフォルトでの出⼒がされない。任意に選択しての出⼒は可能。
【督促状発布後10日未経過】
差押、参加差押、交付要求、捜索、債権現在額申⽴について、デフォルトでの出⼒がされない。任意に選択しての出⼒は可能。
徴収猶予、換価猶予、催告書、滞納明細について、デフォルトで出⼒される。
【督促状未発送（納期限の変更分は除く）】
差押、参加差押、交付要求、捜索、債権現在額申⽴について、デフォルトでの出⼒がされない。任意に選択しての出⼒は可能。
徴収猶予、換価猶予、催告書、滞納明細について、デフォルトで出⼒される。
【納期未到来】
換価猶予、差押、参加差押、交付要求、捜索、債権現在額申⽴、催告書、滞納明細について、デフォルトでの出⼒がされない。任意
に選択しての出⼒は可能。徴収猶予について、デフォルトで出⼒される。
・なお、オプション帳票はベンダパッケージの帳票を使用を想定し、標準仕様書上印字項目を定義しないため、明細が掲載されるかどうか
についても判断できないことから、オプション帳票における表示期別は定義しないものとする旨、本要件の備考に記載する。
・また、以下の帳票については出⼒される期別が、各帳票に紐づく滞納処分の期別がベースとなるため、これらは各帳票の備考に記載す
ることとする。
充当通知書明細︓差押期別のうち、充当されるものがデフォルトで記載される。/差押解除︓差押期別のうち、解除されるものがデフォ
ルトで記載される。/参加差押解除︓参加差押期別のうち、解除されるものがデフォルトで記載される。/交付要求解除︓交付要求期
別のうち、解除されるものがデフォルトで記載される。

問題ないと考える

執⾏停止分について、交付要求の機会
があれば表示することがあり得る。
将来の滞納を含めて納付計画を策定
するために納期未到来分を表示する場
合、帳票名を「滞納明細」ではなく「内
訳書」などに変更して使用したい。

問題なし。 記載の内容で問題無いと思われる。

【確認】
【督促状発布後10日未経過】
差押、参加差押、交付要求、捜索、債
権現在額申⽴について、デフォルトでの
出⼒がされない。任意に選択しての出
⼒は可能。
徴収猶予、換価猶予、催告書、滞納
明細について、デフォルトで出⼒される。
→交付要求・はデフォルトで出⼒。債権
現在額申⽴は交付要求明細と同じに
なるためデフォルトで出⼒。
→催告書はデフォルトで出⼒されない。

【督促状未発送（納期限の変更分は
除く）】
差押、参加差押、交付要求、捜索、債
権現在額申⽴について、デフォルトでの
出⼒がされない。任意に選択しての出
⼒は可能。
徴収猶予、換価猶予、催告書、滞納
明細について、デフォルトで出⼒される。
→催告書はデフォルトで出⼒されない。

※催告書は発布日時点で滞納処分
可能明細に出⼒している。

問題なし。 問題ない。

【時効完成期別】について任意の選択
も不可でよいのでしょうか。システム上対
応できていない更新事由について任意
の対応が必要なときはまったくないので
しょうか。

修正

本エクセルのシート「参考 帳票ごとに必要となる期
別表」も合わせて参照のこと。
執⾏停止分は交付要求ではデフォルト必須でよい
という意⾒について、意⾒が分かれていることから、
任意選択出⼒に変更する。督促状発布後10日
未経過、督促状未発送分は、交付要求ではデ
フォルト出⼒必須、催告書では出⼒不要という意
⾒について、意⾒が分かれると思われるため、任意
選択出⼒とする。なお、交付要求と債権現在額
は同⼀期別のため、表からは削除し、機能要件
上その旨記載する。

31 84 滞納管理 2.1.21 ①︓要件追加 ②︓前回記載意⾒

【実装すべき機能】対象抽出処理
納税義務者に対して「承継納税義務者」「連帯納税
義務者」「第二次納税義務者」の設定を⾏い、登録で
きること。
【備考】
承継・連帯納税義務・第二次納税義務の通知と、納
付書作成、督促状作成を⼀連の流れで実施できる運
用も想定される
【考え方・理由】
・納税義務者において、「承継納税義務者」「連帯納
税義務者」「第二次納税義務者」の場合、その設定を
⾏い、2.1.12.の関連者登録機能などに活用する。

【備考】
承継・連帯納税義務・第二次納税義務の通知と、納
付書作成、督促状作成等を⼀連の流れで実施できる
運用も想定される。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

地方税法第９条、第9条の２、第10条〜第１０条の４、第１１条〜第１１条の９
納税義務承継通知/催告、第二次納税義務通知を
含む、承継・相続・連帯能族義務に係る全ての帳票の
作成が想定されるため「等」を⼊れていただきたい。

④︓スクラッチ開発で実
装 優先度1 31 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
⼀連の流れで対応すべきは、督促状までとの認識のため、以下のとおり対応しないこととしてよいか。

通知、納付書、督促状については、ひとまとめに処理することがありうるため、備考列に⼀連の流れで作成できるよう記載しているが、それ
以外の帳票（記載のある消込のほか、例えば差押等）は、その後⼯程で発⽣する処理であり、⼀連の流れで作成する必要がないた
め、個別処理でご対応いただく想定。

問題ないと考える よい。 記載の内容で問題無いと考える。

【確認】当市では、滞納を管理している
課から告知依頼（納付書発送）を課
税課へ。その後、納期が過ぎた後に督
促状発送依頼を収納課へ依頼してい
る。

構わない。 変更なし

左記のとおりの方針。

当市では、滞納を管理している課から告知依頼
（納付書発送）を課税課へ。その後、納期が過
ぎた後に督促状発送依頼を収納課へ依頼してい
る。
⇒左記構成員向けコメント「当市では、滞納を管
理している課から告知依頼（納付書発送）を課
税課へ。その後、納期が過ぎた後に督促状発送
依頼を収納課へ依頼している。」で対応している。

3133 87 滞納管理 2.1.21 ー ②︓要件変更 ①︓新規意⾒
納税義務者に対して「承継納税義務者」「連帯納税
義務者」「第二次納税義務者」の設定を⾏い、登録で
きること。

納税義務者に対して「承継納税義務者」「連帯納税
義務者」「第二次納税義務者」の設定を⾏い、登録で
きること。
「承継納税義務者」「連帯納税義務者」については複
数⼈の設定を⾏えること。「承継納税義務者」について
は義務者ごとに滞納⾦額の管理・処分等を⾏えるこ
と。

①︓地方税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

「承継納税義務者」「連帯納税義務者」は複数⼈存在する可能性があることから、複数⼈設
定できるよう追記。
また、「承継納税義務者」は義務者ごとに持ち分（法定相続分）の⾦額管理がされていない
と、その後の滞納処分等の運用に支障がでるため。

相続⼈が複数存在し、法定相続分の納税義務がある
とき
死亡者A…10,000円の未納
相続⼈B…5,000円（1/2）
相続⼈C…5,000円（1/2）
それぞれ滞納したときに、相続⼈BCそれぞれの名義で
督促状・調査・処分を⾏えること、納付状況・延滞⾦
等の管理が出来ること。

③︓現⾏システムでは使
用していない機能 優先度1 3133 要検討 意⾒聴取

・「承継納税義務者」については義務者ごとに滞納⾦額の管理・処分等を⾏えること。
　⇒APPLICから対応困難との意⾒があること、他団体から同⼀意⾒がなく、使用頻度も⾼くないと思われるため、対応しない。

・「承継納税義務者」「連帯納税義務者」については複数⼈の設定を⾏えること。
　⇒ワーキングで検討

<確認事項>
他団体から同⼀意⾒がないが、複数名存在することは考えられるため、明記しても問題ないか。

問題ないと考える 問題ない。

「承継納税義務者」「連帯納税義務
者」について複数⼈設定できることに問
題はないが、「承継納税義務者」に関し
ては個別に管理する必要があると考え
る。

【確認】承継について端数の⽋損や納
付責任額等を考えると複雑な管理が必
要になってきてしまう。そのため元の納税
義務者で管理した方が事務処理は面
倒ですが分かりやすいかもしれません。
相続⼈に滞納があった場合、担当者が
複数⼈になってしまう場合が考えられ
る。

問題ない。 明記することに問題ない。 変更なし

承継納税義務者・連帯納税義務者の複数⼈管
理は実施するが、義務者ごとの⾦額管理等が困
難である旨、APPLICより回答を得ているのであれ
ば、対応方針の内容で問題なし。

→　複数⼈設定については、要件を追加するが、
納税義務者ごとに分けた⾦額の管理までは対応
しない。

1661 96 滞納管理 2.1.6 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 抽出した対象者に対し、⼀括でフラグ貼り付けができる
こと

抽出した対象者に対し、⼀括でフラグ貼り付け・取消が
できること ⑦︓業務効率化 ⼀括貼り付けと共に⼀括取消ができる方が業務効率につながる。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 修正 共有・報告

フラグの変更、削除について記載がなかったため、追記する。
2.1.6.「任意にフラグを登録し、フラグによるデータ抽出を⾏うことができること。」
→「任意にフラグを管理（設定・保持・修正）できること。フラグによるデータ抽出を⾏うことができること」

「抽出した滞納者に対し、⼀括でフラグ貼り付けができること。」
→「抽出した滞納者に対し、⼀括でフラグ管理（設定・保持・修正）ができること。」

問題ないと考える 修正 左記の方針のとおり。

優先度業務内
連番

業務
（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針分類用フラグ 帳票レイアウト
関連意⾒

（該当○）

令和４年度　全国意⾒照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番 現⾏システム区分
（選択肢から選択）項番 枝番 意⾒の分類

（選択肢から選択）
新規意⾒区分

（選択肢から選択）

要件 意⾒の根拠

運用想定
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②仕様書改定案（機能要件）に関するご意⾒【滞納管理】

修正前 修正後 分類（選択肢から選
択） 詳細 重複意⾒

（連番）
類似意⾒
（連番）

他業務確認
（該当○）

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否
（共有・報告/意⾒聴取） 対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）
修正内容

優先度業務内
連番

業務
（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針分類用フラグ 帳票レイアウト
関連意⾒

（該当○）

令和４年度　全国意⾒照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番 現⾏システム区分
（選択肢から選択）項番 枝番 意⾒の分類

（選択肢から選択）
新規意⾒区分

（選択肢から選択）

要件 意⾒の根拠

運用想定

30 98 滞納管理 2.1.7 2 ①︓要件追加 ②︓前回記載意⾒
【実装してもしなくてもよい機能】滞納者抽出
滞納管理システムを使用する課や係ごとにメモを登録で
きること。

処分の決定有無による抽出ができること。 ⑦︓業務効率化

決裁を要する事務（滞納処分、猶予処分、分納決定等）について、法令順守のために最終
的な⾃治体としての処分決定の進捗管理を実施するもの。未決裁の案件が残っていないか常に
確認、事務漏洩を防ぐ。仕様上、滞納処分と猶予処分のみが掲載されているが、帳票上決裁
が発⽣するものに関しては全て対象とされたい。

案件の進捗管理に必要。
メモは対象者抽出に利用しているわけではなく，担当
内で情報共有することなどを記載している。

④︓スクラッチ開発で実
装 優先度4 修正 共有・報告 メモ機能は機能名称「滞納者抽出」には当たらないため、「滞納者情報管理」に移動する。

移動先は2.1.5.-2
メモを滞納者情報管理に移動すること
については、問題ないと考える 修正 左記の方針のとおり。

1498 108 滞納管理 2.1.8 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

＜抽出条件＞
・宛名番号
・（中略）
・滞納処分・猶予の有無
・猶予の種類・執⾏停止の有無

＜抽出条件＞
・宛名番号
・（中略）
・滞納処分・猶予の有無
・猶予の種類・執⾏停止の有無（全額停止・⼀部停
止）

④︓現⾏事務処理・現
⾏機能の踏襲

執⾏停止の範囲は個々の事情によって異なり、執⾏停止している範囲が全額なのか、⼀部なの
か条件を絞ることで、効率的な滞納整理につなげられるため。

当区では担当ごとに地域をベースに案件を振り分けてい
る。さらに、その中でも困難と思われる案件について、⼀
定の⾦額以上であれば困難案件として別の班に引き
継いでいるが、その基準となる⾦額には執⾏停止額を
含めずに振り分けている。そのため、執⾏停止の範囲が
全額であるか⼀部であるかを分けられる機能が必要で
ある。

②︓現⾏システムでカスタ
マイズを実施している機能 優先度4 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
全件停止中と、それ以外を区別する⼿法は効果的と思われるが、対応の必要はあるか。対応する場合であってもオプションでの実装を想
定。

個別の運用と想起されるため、標準化
すべき機能ではないと考える オプションで良い 他市の状況次第

⾃治体により対応が異なると考えるた
め、記載の内容で問題無いと思われ
る。

【確認】
抽出条件に停止中を追加するのはあり
と考える。
ただ2.1.8またはそれ以外でもある「滞
納額」の定義がしっかりすればいいのは
ないか︖
滞納＝納期経過した明細の調定額－
納付額（充当額含）＞1円以上と考
えれば停止分は含まれる。また滞納＝
処分可能額が1円以上と考えると執⾏
停止分は含まないことになると考える。

対応できた方がいい。 ⼀部停止が多数の⾃治体は必要と思
われる。 修正

用語集上は以下のように定義しているため、執⾏
停止分は含まれることとなる。
よって、左記のとおりの方針とし、全件停止、⼀部
停止を区別できる機能をオプションで追加する。

滞納︓納める義務があるにもかかわらず、納期限
を過ぎた状態のこと。
未納︓税⾦など納める義務があるが、まだ納めて
いない状態のこと。

1662 110 滞納管理 2.1.8 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 滞納者の抽出条件 「未接触期間」,「最終収納日」項目の追加 ⑦︓業務効率化 左記の項目は、滞納者との折衝を⾏う上で接触タイミングの目安となり業務上必須である。 未接触期間や最終収納日から⼀定期間経過後に接
触を図る。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2
1662
1900
1901

追加 共有・報告

・未接触期間
⇒最終接触日とほぼ同義とおもわれるため、1900の対応で充足する。

・最終収納日
⇒現⾏記載「収納日」で管理している。補足するために備考列に以下の⽂章を追加する。
「領収年⽉日について、指定した日付以降の収納の有無についても抽出できる機能を想定。」※2193

問題ないと考える 追加 左記の方針のとおり。

1663 111 滞納管理 2.1.8 1 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 滞納区分(性質・進捗状況) 滞納区分 ⑤︓過剰な要件
2.1.1の滞納区分と同⼀内容を想定しているのであれば、表記の統⼀を要望する。
滞納区分と滞納区分(性質・滞納状況)を区別する想定の場合は、備考欄に説明を要望す
る。

定義の明確化 優先度2 修正 共有・報告
・用語の表記統⼀のため、以下のとおり修正する。
「滞納区分(性質・進捗状況)」
→「滞納区分」

問題ないと考える
ただし、滞納区分とフラグについても定義
すべきと考える

修正

対応方針に記載の内容で修正する。

・　「滞納区分」は、滞納者の性質・内部事務の
進捗状況を示すものとして設定できるものと理解し
ている。ただし、以下の記載もあるため、滞納区分
とフラグで名称を分けるのであれば、定義を追加し
たほうが良いと考える。
-連番1661　「抽出した対象者に対し、⼀括でフ
ラグ貼り付け・取消ができること」
-連番1902 「想定される任意抽出条件　・滞納
区分　・フラグ」
-連番2890 「2.1.6. にて任意にフラグ登録を⾏
い」

→「滞納区分」は、滞納している税⾦状態の分類
（現年のみ、完納、執⾏停止 等）を示している
旨、「フラグ」は、⾃治体で設定したい内容を任意
に設定できる旨を機能要件に定義しているため、
変更なし。

1901 112 滞納管理 2.1.8 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ ＜抽出条件＞
・最終接触日 ⑦︓業務効率化 接触のない期間を指定して抽出を⾏うため。

執⾏停止等の対象者選定に使用するため。
また、担当者設定の際に未納付期間や滞納期数を使
用するため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 1662
1900 追加 共有・報告

・最終接触日
⇒1900の対応で充足する。

・未納付期間
⇒1662の対応で充足する。

・滞納期数
⇒他団体から同様の意⾒がないため、対応しない

問題ないと考える 追加 左記の方針のとおり。

1551 121 滞納管理 2.10.1. ①︓要件追加 ①︓新規意⾒
執⾏停止に関しても、2.5.4.と同様に「執⾏停止取消
の基因となる事実が⽣じた以後の期間に係る延滞⾦の
免除の有無を選択できること。」を追加する。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

地方税法15条の9第1項ただし書きで、執⾏停止取消の基因となるべき事実が⽣じた日以降
の延滞⾦を免除しないこととなっている。

執⾏停止の取消日付のほか、執⾏停止取消の基因と
なるべき日をデータ上持たせて、収納管理システムと連
携する。

③︓現⾏システムでは使
用していない機能 優先度1 追加 共有・報告 徴収（換価）猶予処理（2.5.）と要件記載の整合を取るため追加。

2.10.3.として、「執⾏停止の基因となる事実が⽣じた以後の期間に係る延滞⾦の免除の有無を選択できること。」を追加する。 問題ないと考える 追加 対応内容列に記載の方針で対応する。

88 126 滞納管理 2.11.1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒

連帯納税義務（共有者のいる固定資産税）、死亡
者で複数の相続⼈に納税義務承継したものについて、
各共有者・各相続⼈について別々の時効管理を可能
とすること。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

⺠法改正（令和２年４⽉１日施⾏）による。連帯納税義務（共有者のいる固定資産
税）、死亡者で複数の相続⼈に納税義務承継したものについて、滞納者Ａは⼀部納付や債
務承認を⾏い、滞納者Ｂが全く時効更新の事由に当てはまらなかった場合はBだけ時効を迎え
るなどの懸念があるので、別々の時効管理を可能とすること。

左記のとおり。 ③︓現⾏システムでは使
用していない機能 優先度1 追加 共有・報告

連帯納税義務、納税義務承継等は、納税義務者単位で関連者登録を⾏って管理することとしている。（2.1.12）時効についても、
連帯納税義務、納税義務承継等に該当する場合には、期別単位のみではなく、各共有者、各相続⼈について管理が必要であるため、
追加。

2.11.1.-3として、「連帯納税義務（共有者のいる固定資産税）、死亡者で複数の相続⼈に納税義務承継したものについて、各共
有者・各相続⼈について別々の時効管理ができること」を追加。

使用頻度も⾼くないかつ、同⼀通知書
番号の納付書を複数⼈に発⾏すること
になるが、納付書を特定する必要があ
り、対応困難

あるべき機能とは考えるが、問題なく実
現できるのかよくわからない。 変更なし

実現性について、APPLICに確認を⾏った結果、
構成員単位の時効管理は困難である旨、回答を
得ており本機能については標準化しないと結論付
けている。本件は対応しないこととする。

787 127 滞納管理 2.11.3 1 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 確定延滞⾦について時効を持たせないこともできること ②︓条例への対応・独
自施策の実現 延滞⾦が事後調定のため ③︓現⾏システムでは使

用していない機能 優先度1 要検討 意⾒聴取

「延滞⾦が事後調定のため」からは詳細不明。他団体より同様の意⾒は挙がっていないが、延滞⾦に時効を持たせる運用が有り得るか
も含め、WTにて確認。

<確認事項>
延滞⾦に時効を持たせない運用は想定されないため、対応不要と考えるが問題ないか。

対応不要と考える 問題ない。 記載の内容で問題無いと思われる。 【確定】確定延滞⾦のことであるなら時
効はあると考える。 問題ない。 延滞⾦に時効を持たせない運用は想

定していないため、対応不要と考える。
どのような場合にどのように処理したいの
か趣旨がよくわからない。 変更なし

意⾒の詳細が不明であること、延滞⾦に時効を持
たせない運用は想定されないことから、対応しな
い。

81 137 滞納管理 2.12.3 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 実装してもしなくても良い事項として、督促⼿数料につ
いても、不納⽋損分を集計できること。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

地方税法の徴収⾦には、当然督促⼿数料を含むと定義されており、調定する以上、本税と同
様に、時効を迎えたものは、不納⽋損する。 左記のとおり

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度1 追加 共有・報告 督促⼿数料の時効の管理について、2.11.3-2にて定義しており、不納⽋損についても定義する必要があるため、
2.12.3-3として、「不納⽋損について、督促⼿数料を集計できること。」を追加。 問題ないと考える 追加 対応内容列に記載の方針で対応する。

2215 139 滞納管理 2.12.3 1 ②︓要件変更 ②︓前回記載意⾒ 不納⽋損について、　　　　　　　　　　　本税部分を集計
できること。

不納⽋損について、年度・税目・期別単位に本税部分
を集計できること。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

決算処理等で、個⼈住⺠税は市町村⺠税と道府県税に按分することが必要なため。
①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度1 修正 共有・報告 収納管理の機能要件（5.1.1.）にて、個⼈住⺠税・固定資産税・都市計画税の按分を考慮した決算について定義あり。整合を取る
ため、2.12.3.を「不納⽋損について、年度・税目・期別単位に本税部分を集計できること。」に修正。

集計⾃体は、収納側で⾏うことで問題
ないと考える 修正

集計機能を収納システム/滞納システムどちらで実
装するかは問わないが、不納⽋損分の集計につい
て整合を取る観点から、対応内容列に記載の内
容で修正する。

982 160 滞納管理 2.2.1 1 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒

収納現在日とは、指定した日時で消込が終了している
期別を抽出しない機能を示す。（例︓4/1を指定する
とその期別は未納だが、4/2を指定すると3/31で消込
がなされている場合を想定。4/1時点データで⼀括催
告を送りたい場合等に、4/1と指定することで、3/31消
込データを抽出から弾く運用を想定）

収納現在日とは、指定した日時で消込が終了している
期別を抽出しない機能を示す。（例︓4/1を指定する
とその期別は未納だが、4/2を指定すると3/31で消込
がなされている場合を想定。4/1時点データで⼀括催
告を送りたい場合等に、4/1と指定することで、3/31消
込データを抽出から弾く運用を想定）消込、仮消込の
選択ができること。

⑧︓業務精度向上 収納現在日は、仮消込の日付を用いる場合も考えられるため。
スマホ決済等による納付の場合には、仮消込の状態を
収納現在日として、納付済みとして抽出対象から外
す。

②︓現⾏システムでカスタ
マイズを実施している機能 優先度2 追加 共有・報告 作成時に仮消込の考慮が必要であるため追加。 問題ないと考える 追加 対応内容列に記載の方針で対応する。

1902 163 滞納管理 2.2.1 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒

以下の抽出条件により、任意に催告対象となる滞納
分を抽出できること。抽出結果を出⼒できること。除外
対象についても抽出できること。
抽出条件・除外条件を任意に選択し、組み合わせるこ
とができること。
＜想定される任意抽出条件＞
・年度（現年度/過年度）
・期別
・税目
・滞納区分
・滞納額
・発送年⽉日
・収納現在日
・公示送達年⽉日
・納期限
・督促状発送有無または繰上通知発送有無
・調定年⽉（開始⽉，終了⽉）（法⼈住⺠税の
み）
・延滞⾦のみの滞納繰越分があるもの
・担当者名
・フラグ
・（分割納付計画の）誓約年⽉日
・催告期限
・国籍
・連絡先の有無
・・・・・・

以下の抽出条件により、任意に催告対象となる滞納
分を抽出できること。抽出結果を出⼒できること。除外
対象についても抽出できること。
抽出条件・除外条件を任意に選択し、組み合わせるこ
とができること。
＜想定される任意抽出条件＞
・年度（現年度/過年度）
・期別
・税目
・滞納区分
・滞納額
・発送年⽉日
・収納現在日
・公示送達年⽉日
・納期限
・督促状発送有無または繰上通知発送有無
・調定年⽉（開始⽉，終了⽉）（法⼈住⺠税の
み）
・延滞⾦のみの滞納繰越分があるもの
・担当者名
・フラグ
・（分割納付計画の）誓約年⽉日
・催告期限
・国籍
・連絡先の有無
・最終接触日

⑦︓業務効率化 接触のない期間を指定して抽出を⾏うため。 ⼀定期間内に接触があった滞納者は催告の対象から
除外するため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 要検討 意⾒聴取

⼀定の期間内で接触している滞納者を催告対象としない運用は他団体においても実施していると考えられ、接触日を管理し、催告条
件として考慮できることは有用と考えるため、WTにて確認。

<確認事項>
催告対象から、⼀定の期間内で接触した対象者を除外することは有用と考えられるため条件追加を検討しているが、問題ないか。

有用だと思われるが、左記のケース以外
にも個別事情により対象者を除外する
ケースもあるので、指定した対象者を除
外できるなどの汎用的な記載内容の方
がよいと考える

問題ない・ 記載の内容で問題無いと思われる。

【確認】問題なし。ただ⼀定期間内の接
触をどう判断するか条件が必要と考え
る。
例えば交渉経過の⾃⾄期間中の有無
だけでは有効でない交渉経過が含まれ
てしまい、対象者から除外されてしまう
問題が発⽣してしまう。

問題ない。 問題ない。 この条件を追加しない運用も可能と考
えていますが、間違いないでしょうか。 修正

⼀定期間内に接触のあった対象者を除外する条
件として、組み合わせ条件に最終接触日を基準に
判定することとする。なお、指定した対象者を除外
する / 指定した対象者は送付対象とする
等の抽出条件は必要なし。

→最終接触日について、条件追加。指定した対
象者の除外・発送については定義しない。

2298 165 滞納管理 2.2.1 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

「想定される任意抽出条件」において、「延滞⾦」の取
扱いを「延滞⾦を含む・含まない⼜は延滞⾦のみ」と選
択できること

「想定さえる発送除外条件」において、分割納付中、
執⾏停止中、徴収（換価）猶予中の条件では、個
⼈単位⼜は滞納明細単位で除外するか選択できるこ
と

⑦︓業務効率化 滞納者の状況に応じて、効率的な催告事務を⾏うため 年数回の催告発送業務に使用
①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 追加 意⾒聴取

延滞⾦を含む/含まない/延滞⾦のみ（本税のみ・本税+延滞⾦・延滞⾦のみ）の抽出は多くの団体で使用すると考えられるため追加
を検討。WTにて確認。

<確認事項>
2.2.1-1<想定される抽出条件>
「・本税のみ、本税+延滞⾦、延滞⾦のみ」を追加。
個⼈単位または明細単位での除外については、任意抽出条件の「期別」にで選択可能であるため要件修正は⾏わない。

＜想定される任意抽出条件＞に、滞納⾦額が「本税のみ」・「本税+延滞⾦」・「延滞⾦のみ」の場合で抽出できるよう修正を検討して
いるが、問題ないか。

問題ないと考える 問題ない・ 記載の内容で問題無いと思われる。 【確認】
問題なし。 問題ない。 問題ない。 追加 対応内容列に記載の方針で対応する。

391 167 滞納管理 2.2.1. ⑥︓表現の⾒直し

（備考）
収納現在日とは、指定した日時で消込が終了している
期別を抽出しない機能を示す。（例︓4/1を指定する
とその期別は未納だが、4/2を指定すると3/31で消込
がなされている場合を想定。4/1時点データで⼀括催
告を送りたい場合等に、4/1と指定することで、3/31消
込データを抽出から弾く運用を想定）

連絡先の有無とは、電話番号のデータの有無を示す。

発送年⽉日とは、前回の催告日を示す。

催告期限とは催告時に担当者が任意にスケジュール登
録する期限を示す。

※備考欄における「収納現在日」およびその例示の説
明をより明確に記載いただきたい。 ⑧︓業務精度向上

収納現在日や例示されている説明が不明瞭であるため。
・「消込が完了」とは、⼀部納付も含まれるのか、完納していることなのか。
・「3/31で消込」とは、消込処理を⾏った日であるのか。または収納日（会計上の公⾦日）で
あるのか。
・3/31は、4/1と4/2のどちらであっても過去日に該当するため、「4/1は未納」で「4/2は3/31
で消込済」となる状態が不明である。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

要確認 391 削除 共有・報告 収納現在日は、未納明細上で示す項目としていたため、機能要件上も定義していたが、管理不要な項目であるため削除する。 問題ないと考える 削除 対応内容列に記載の方針で対応する。

446 171 滞納管理 2.2.2 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 催告書の出⼒時、住所や郵便番号でのソート機能を
有すること。

催告書の出⼒時、住所、郵便番号、担当者、地区、
管理番号（昇順）でのソート機能を有すること。

④︓現⾏事務処理・現
⾏機能の踏襲

各担当者により催告書の内容の確認を⾏うため、担当者ごとにわけることは業務の効率につなが
る。

各担当者により催告書の内容の確認を⾏うため、担当
者ごとにわける。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度4 修正 共有・報告 担当者によるソート機能を追加する。 問題ないと考える 修正 左記の方針のとおり。

2307 180 滞納管理 2.2.3 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒
滞納者の状況に応じて、催告書の印字項目（タイト
ル、⽂面、注意⽂（備考）、指定期限）を任意に変
更できること。

滞納者の状況に応じて、催告書の印字項目（発⾏者
名、タイトル、⽂面、注意⽂（備考）、指定期限）を
任意に変更できること。

⑧︓業務精度向上 催告書の発送は法的な要件ではなく、各⾃治体の裁量によるため、⾸⻑名だけでなく、担当課
名で発⾏できるようにするもの。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 要検討 意⾒聴取

発⾏者（⾸⻑名、⾃治体名、担当課名、徴収吏員等）のパターンを整理し、WTで確認。

<確認事項>
発⾏者の記載について、⾸⻑名・⾃治体名・担当課名・徴収吏員名とすることを検討しているが、各発⾏者で選択可能とする必要性は
⾼いか。

問題ないと考える
発⾏者は変えるケースもある

催告書には、⾸⻑名・⾃治体名・担当
課名・徴収吏員名を記載している。選
択する必要は無いと考える。

必要性は⾼い。
各⾃治体によって取り扱いが異なるた
め、各発⾏者で選択する必要性は⾼い
と思われる。

【確認】当市では、⾸⻑名または担当
名を使用している。 必要性は⾼い。 発⾏⽂書によっては発⾏者名を変更す

る運用はありえるため、必要性は⾼い。

現⾏は催告書は⾸⻑のみとなっていま
すが、使い分け運用をされている団体の
実情はどうなのでしょうか︖

修正

構成員団体においても、⾸⻑名、担当課名、徴
収吏員名を使用しており、運用が分かれているた
め、意⾒のあったパターンについて出⼒を可能とす
る方針とする。（出⼒の都度指定するのではなく、
⾃治体で指定した発⾏者名を印字する想定）

1318 184 滞納管理 2.2.5 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒

⼀⻫催告、個別催告時の催告書に納付書が出⼒でき
ること。納付書出⼒の有無を税目、滞納者ごとに選択
できること。
納付書出⼒時において、出⼒される納付書は、納付
書様式及び払込取扱票の様式を選択することができる
こと。払込取扱票の場合は⾦額未記⼊を選択できるこ
と。

⼀⻫催告、個別催告時の催告書に納付書が出⼒でき
ること。納付書出⼒の有無を税目、滞納者ごとに選択
できること。
納付書出⼒時において、出⼒される納付書は、納付
書様式及び払込取扱票の様式を選択することができる
こと。払込取扱票の場合は⾦額未記⼊を選択できるこ
と。
出⼒される納付書は催告書作成時の日付で延滞⾦
計算されていること。

④︓現⾏事務処理・現
⾏機能の踏襲 指定期日まで使用できる旨しか無く延滞⾦について使用が載っていなかったため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度4 追加 共有・報告 以下の機能を追加する。
催告書に付随する納付書は、催告書で設定する延滞⾦計算日で延滞⾦計算が⾏われること。 問題ないと考える 追加 左記の方針のとおり。

1499 222 滞納管理 2.4.1 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 分割納付期別の優先順位を任意に設定できること。
期別や納期限でのソート機能を有すること。

分割納付期別の優先順位を任意に設定できること。
期別や納期限でのソート機能を有すること。また、本税
を優先した分割納付も設定できること。

⑥︓住⺠サービス向上
「期別優先」「本税優先」の選択肢をもつことで、延滞⾦加算において滞納者が不利益を被らな
いよう、「本税優先」とする運用が可能となる。機能要件では期別や納期限でのソート機能は実
装されているが、滞納者への影響を考えると本税優先機能が必要であるため。

分割納付は毎日受け付けており、当区の⼈口規模か
らしても非常に重要な機能であるため、滞納者への影
響という点からも必要な機能であるため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 修正 共有・報告
期別のほか、本税を優先で分納計画を策定する機能は必要であるため追加。

2.4.1.「本税を優先した分割納付計画が設定できること」
問題ないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。
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修正前 修正後 分類（選択肢から選
択） 詳細 重複意⾒

（連番）
類似意⾒
（連番）

他業務確認
（該当○）

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否
（共有・報告/意⾒聴取） 対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）
修正内容

優先度業務内
連番

業務
（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針分類用フラグ 帳票レイアウト
関連意⾒

（該当○）

令和４年度　全国意⾒照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番 現⾏システム区分
（選択肢から選択）項番 枝番 意⾒の分類

（選択肢から選択）
新規意⾒区分

（選択肢から選択）

要件 意⾒の根拠

運用想定

1676 226 滞納管理 2.4.1 2 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 分割納付計画が完了した分割納付情報は、⾃動で削
除できること。

分割納付計画が完了した分割納付情報は、完了後、
任意の期間を経過した後に⾃動で削除できること。 ⑦︓業務効率化

機能詳細が不明なため質問。
新宿区の運用上1年間は保管しているため、削除機能はほしいが完了後即時削除ではなく期
間を設定できる削除にしてほしい

②︓現⾏システムでカスタ
マイズを実施している機能 優先度2 修正 共有・報告

分割納付計画が完了した時点で即時に削除されるのではなく、⼀定の期間経過後の削除機能を想定してている、要件の認識を合わせ
ることを目的に修正する。

2.4.1.-2「分割納付計画が完了した分割納付情報は、⾃動で削除できること。」→「分割納付計画が完了した分割納付情報は、指
定した期間を経過した後に⾃動で削除できること。」

⼀括削除はあった方が望ましいが、⾃
動である必要はないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。

85 235 滞納管理 2.4.12 1 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒

⼀般的には納付された期別の時効のみ延⻑されるため
「実装すべき機能」とした。

納付誓約に伴う時効の処理を、法令通り⾏えること。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

「⼀般的に」ではなく。法令としてどちらが適正なのかの判断が必要。仕様上、「法令通り」と明
記するのであれば明確な判断をいただきたい。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度1 85 要検討 共有・報告 2.4.1-1の機能の定義を、「納付誓約に伴う時効の処理を、法令通り⾏えること」から「納付誓約に伴う時効の処理を⾏えること」に修
正する。 問題ないと考える

法令としてどちらが適切なのかの判断を
避けて「法令通り」の⽂⾔を消しただけ
に⾒えてしまう。結局何が正しいのか︖
結果として処理ができれば構わないので
「是」と判断はする。

修正

多くの⾃治体において、2.4.1-1の解釈で事務を
おこなっているが、⼀部団体において2.4.1-2の解
釈をしていることから定義した要件である。対応内
容列に記載の内容で修正する。

76 236 滞納管理 2.4.13 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 当該変更日（または承認日）を時効の起算日とする
ことができること。

当該変更日（または承認日）の翌日を時効の起算
日とすることができること。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

⺠法140条により、地方税の時効も初日不算⼊で、翌日が起算日かと思われます。
①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度1 修正 共有・報告

正しくは翌日が起算日であるため、修正。

2.4.12.「誓約日を必要に応じて変更し（または承認日を設定し）、当該変更日（または承認日）を時効の起算日とすることができ
ること。」→「誓約日を必要に応じて変更し（または承認日を設定し）、当該変更日（または承認日）の翌日を時効の起算日とするこ
とができること。」

問題ないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。

523 260 滞納管理 2.5.1 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 猶予区分（当初、延⻑） 猶予区分に徴収猶予と換価の猶予の区分を追加

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

徴収猶予と換価の猶予を分けて管理しているため 徴収猶予と換価の猶予を分けて集計する
①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度1 修正 共有・報告

徴収猶予と換価猶予を区別するため追加。

2.5.1.
<猶予に係る登録情報>
「・猶予区分（当初、延⻑）」
→「猶予区分（徴収/換価/）（当初/延⻑）」

問題ないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。

208 265 滞納管理 2.5.1. 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

＜猶予に係る登録情報＞
・猶予区分（当初、延⻑）
・申請年⽉日
・許可区分（許可／不許可）
・不許可事由（繰上徴収事由該当／不答弁検査拒
否／不当な目的での申請／その他）
・決定年⽉日
・開始年⽉日
・終了年⽉日
・決議年⽉日
・猶予事由（事業継続困難／⽣活維持困難／徴収
上の対策／その他）
・延滞⾦の利率
・取消起案年⽉日
・取消決議年⽉日
・取消事由（完納／更正・賦課取消／換価猶予事
実の解消／分割納付不履⾏／担保提供・確保の不
協⼒／繰上徴収／滞納処分の停止／徴収上有利の
解消／その他）
・担保の設定有無
・起案年⽉日
・⽂書番号

＜猶予に係る登録情報＞
・猶予区分（当初、延⻑）
・申請年⽉日
・許可区分（許可／不許可）
・不許可事由（要件不該当／申請期限後の申請／
補正期限後の申請／繰上徴収事由該当／不答弁
検査拒否／不当な目的での申請／その他）
・決定年⽉日
・開始年⽉日
・終了年⽉日
・決議年⽉日
・猶予事由（徴収猶予︓災害等／病気等／事業の
廃止／事業の損失／それに類する事実があったとき／
賦課遅延　換価猶予︓事業継続困難／⽣活維持困
難／徴収上の対策／その他）
・延滞⾦の利率
・取消起案年⽉日
・取消決議年⽉日
・取消事由（完納／更正・賦課取消／換価猶予事
実の解消／分割納付不履⾏／担保提供・確保の不
協⼒／繰上徴収／滞納処分の停止／徴収上有利の
解消／新たに市税を滞納したとき／猶予継続不適当
／その他）
・担保の設定有無
・起案年⽉日
・⽂書番号

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

不許可事由、猶予事由、取消事由について、換価猶予に対してのみ記載されていたため、徴収
猶予にも対応できるよう修正。

徴収猶予と換価猶予でそれぞれ対応する事由を選択
する。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度1 208 修正 共有・報告

徴収猶予に該当する事由が含まれていないため修正。

2.5.1.
<猶予に係る登録情報>
「・不許可事由（繰上徴収事由該当／不答弁検査拒否／不当な目的での申請／その他）」
→「・不許可事由（要件不該当／申請期限後の申請／補正期限後の申請／繰上徴収事由該当／不答弁検査拒否／不当な目
的での申請／その他）」

「・猶予事由（事業継続困難／⽣活維持困難／徴収上の対策／その他）」
→「・猶予事由（徴収猶予︓災害等／病気等／事業の廃止／事業の損失／それに類する事実があったとき／賦課遅延、換価猶
予︓事業継続困難／⽣活維持困難／徴収上の対策／その他）」

「・取消事由（完納／更正・賦課取消／換価猶予事実の解消／分割納付不履⾏／担保提供・確保の不協⼒／繰上徴収／滞納
処分の停止／徴収上有利の解消／その他）」
→「・取消事由（完納／更正・賦課取消／換価猶予事実の解消／分割納付不履⾏／担保提供・確保の不協⼒／繰上徴収／滞
納処分の停止／徴収上有利の解消／新たに市税を滞納したとき／猶予継続不適当／その他）」

「その他」があるのであれば、事由は編
集できた方がよいと考える 修正

その他を選択する必要がある場合、必要に応じて
メモ等で対応する運用を想定。対応内容列に記
載の内容で修正する。

3206 275 滞納管理 2.6.1. ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

2.6.2.納付受託情報管理
以下の納付受託情報、証券情報を管理（設定・保
持・修正）できること。
（以下略）

以下の納付受託情報、証券情報を管理（設定・保
持・修正）できること。
証券情報については複数管理ができること。
（以下略）

⑧︓業務精度向上

「以下の納付受託情報、証券情報を管理（設定・保持・修正）できること。」とされています
が、
データ要件「納付受託情報」グループを⾒る限り、証券情報の管理が納付受託情報１件につき
証券１枚となっているように⾒受けられます。
実際には納付受託１件につき証券が複数枚になり、払出のタイミングも複数回に及ぶことが想
定されるため、
それに対応した機能要件・データ要件であることが望ましいと考えます。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 追加 共有・報告

納付受託情報に複数の証券情報を紐づけて管理する必要があるため修正。
また、データ要件への修正事項として、デジタル庁へ提示する。

2.6.1.
「証券情報については複数管理ができること」を追加。

問題ないと考える 追加 対応内容列に記載の方針で対応する。

394 282 滞納管理 2.7.1.  

当年1⽉1日時点で市内に住⺠票を有さない滞納者
を抽出できること。

法⼈向けの実態調査について、以下の項目を管理でき
ること。
・住所
・移転先住所
・本店所在地
・代表者氏名
・代表者住所
・業務内容
・課税状況（均等割・法⼈税割・申告区分）
・電話番号
・管轄法務局
・所有不動産（⼟地・建物ごとに、地目、所在地、地
番、家屋番号、面積、評価額）
・納税状況その他

「当年1⽉1日時点で市内に住⺠票を有さない滞納者
を抽出できること。」

までとし、また、実装類型を「実装してもしなくても良い」
とする。

⑤︓過剰な要件

"当年1⽉1日時点で〜　"は個⼈についてのもの、"法⼈向けの〜"は法⼈についてのもので異
なる要件であるため。

また当年1⽉1日時点で市内に住⺠票を有さない滞納者は「要件2.1.8.」の滞納者抽出機能
で判断できると思わre、第1.0版と同様に「実装してみしなくても良い」として問題ないと考えられ
るため。

③︓現⾏システムでは使
用していない機能 優先度4 3162 修正 共有・報告

「当年1⽉1日時点で市内に住⺠票を有さない滞納者を抽出できること。」→「個⼈向けの実態調査について、当年1⽉1日時点で市
内に住⺠票を有さない滞納者を抽出できること。」に修正する。

実装類型を実装すべき→実装してもしなくても良い機能　に修正する。

問題ないと考える 修正 左記の方針のとおり。

2890 295 滞納管理 2.7.2 2 ①︓要件追加 ②︓前回記載意⾒

各種財産の調査書（または照会書）及び回答書を
「地方税共同機構」の統⼀様式で⼀括及び個別に作
成できること。
調査先ごとにマスタ登録され、選択し、依頼⽂を作成で
きること。

⼀括照会の場合は、調査予定対象者を事前に登録
ができること。 ⑦︓業務効率化 ⼀括照会対象者を各担当者が任意の時期に登録ができるため ⼀括照会対象者を各担当者が任意の時期に登録が

できるため

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度3 修正 共有・報告

本要件は、抽出した滞納者に対して「⼀括出⼒する運用を想定している。2.1.6.にて、任意にフラグ登録を⾏い対象者抽出が可能であ
るため、想定の運用は実現可能。

2.7.1.備考「2.1.8.で抽出した滞納者に対し、⼀括調査が可能となる運用を想定」→「2.1.6.,2.1.7.,2.1.8.で抽出した滞納者に
対し、⼀括調査が可能となる運用を想定」

問題ないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。

2982 311 滞納管理 2.7.5 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒
他機関からの実態調査の照会に対し、回答書を出⼒
できること。システムで保持している項目は⾃動作成さ
れること

他機関からの実態調査の照会に対し、回答書を出⼒
できること。システムで保持している項目は⾃動作成さ
れること。ただし出⼒項目について制御できること。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

第22条秘密漏えいに関する罪に抵触する恐れがある。
「システムで保持している項目が⾃動作成されること。」では滞納管理システムで保持している情
報が全て回答されると読める（⽣活保護受給状況、本籍、前住所等）。⽣活保護受給状況
は社会保険事務所、本籍は⼾籍担当課で回答すべきであり、システムで保持している情報で
あっても出⼒（印字）を制御する項目はあると考える。

本市のシステムは⽣活保護受給状況は連携していな
い。前住所や本籍についての回答は空⽩として、「⼾籍
担当課へ照会をお願いします」。の⽂字を印字し回答
している。

②︓現⾏システムでカスタ
マイズを実施している機能 優先度1 2982 修正 共有・報告

管理しているデータについて、⾃動作成が可能な項目については⾃動作成する主旨の要件であるが、誤解を招く記載であるため修正。

2.7.5
「システムで保持している項目は⾃動作成されること」→「システムで保持している項目は⾃動作成されること。ただし、項目を指定して出
⼒を制御できること」

問題ないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。

1267 320 滞納管理 2.8.1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

処分財産の管理及び権利者情報（債権の場合は第
三債務者、無体財産の場合は第三債務者等、後発
の執⾏機関等）の管理（設定・保持・修正）ができ
ること。

処分財産の管理及び権利者情報として郵便番号、住
所、名前、担当部署、及び電話番号等（債権の場合
は第三債務者、無体財産の場合は第三債務者等、
後発の執⾏機関等）の管理（設定・保持・修正）が
できること。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

国税徴収法第５５条・国税徴収法施⾏令第２２条 差押、交付要求書及び差押解除についての権利者等
通知先として把握が必要

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度1 1267 追加 共有・報告

2.8.1.に、権利者情報の管理項目を追加する。
<権利者情報>
・郵便番号
・住所
・名前
・担当部署
・電話番号　等

問題ないと考える 追加 対応内容列に記載の方針で対応する。

2230 322 滞納管理 2.8.1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

処分財産の管理及び権利者情報（債権の場合は第
三債務者、無体財産の場合は第三債務者等、後発
の執⾏機関等）の管理（設定・保持・修正）ができ
ること。

処分財産の管理及び権利者情報（債権の場合は第
三債務者、無体財産の場合は第三債務者等、後発
の執⾏機関、抵当権者等）の管理（設定・保持・修
正）ができること。

⑦︓業務効率化

市⻑村⻑は国税徴収法第55条に掲げる財産を差し押さえたときは、その財産ごとに同条に掲
げる者のうち知れている者に対して財産を差し押さえたこと等を通知しなければならない（国税
徴収法55条、地方税法第331条第6項等）。差押財産ごとに権利者等の情報を保有し、調
書に記載できるようにすることで調書作成の際の業務を効率化することができる。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 修正 共有・報告 「抵当権者」を追記する。 問題ないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。

1274 324 滞納管理 2.8.10 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

債権現在額、他機関の債権額、残余⾦の⾃動計算
機能を⾃動計算できること。 債権現在額、他機関の債権額から残余⾦を⾃動計

算できる機能を有すること。また、⾦額の⼿⼊⼒もでき
ること。

⑧︓業務精度向上 債券現在額、残預⾦について修正が必要な場合には⼿⼊⼒で修正できること。また、⾃動計
算の用語が重複していたため修正

債券現在額などについて、滞納者の領収書持参や課
税更正により⼿⼊⼒が必要う名場合を想定。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 152 要検討 意⾒聴取

課税更正等により、債権現在額が変更となる場合は、配当計算書作成時の⼀時的な修正ではなく、必要な処理を実施してから配当
計算書を作成する運用となると考えるが、⾃動計算された⾦額を⼿修正する必要性について、念のためWTにて確認。

<確認事項>
配当計算書の記載を⼿動で変更する運用は想定していないが必要性はあるか。

滞納処分費等で、⼿⼊⼒が発⽣する
ケースはある 不要 他市の状況次第。 必要となる場面が限られるが、⼿動変

更の必要性はあると思われる。
【確認】⾦額部分については修正するこ
とは想定される。

現⾏システムでは、⼿⼊⼒した数字が
配当計算書に記載されている。当然、
修正も⼿動でできる。

領収書の持参等により、納付済だがシ
ステム消込前の期別について⾦額を修
正する必要はある。
債権現在額の⾃動計算前に、対象期
別の未納額を⼿⼊⼒で修正する機能
を有するならば、記載を⼿動で変更する
機能は不要。上記機能を有さない場
合は必要となると考える。

配当直前に滞納者が⾃主納付した場
合など、システムに反映していない納付
が存在することがあると考えられます。

修正
⼿⼊⼒での修正が必要な場面が想定される意⾒
が⼀定数（6団体）あることから、⾦額の⼿⼊⼒
機能について、対応する方針とする。

1583 327 滞納管理 2.8.10 - ②︓要件変更 ①︓新規意⾒
配当計算書を発した日から7日を経過した日が休日等
の場合、換価代⾦の交付期日として選択できないこ
と。

配当計算書を発した日から7日を経過した日が休日等
の場合でも、換価代⾦の交付期日として選択できるも
のとする。
※または削除

①︓地方税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

国税徴収法基本通達第132条関係において、「換価代⾦等の交付期日」については、その日
が、休日等に当たっても延⻑されないとされているため⼀律休日を選択できないように制御するこ
とに疑義がある。

休日を交付期日と選択できる場合であっても任意の交
付期日を選択できるのであれば業務上支障はないと考
える。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度1 1583 削除 共有・報告

換価代⾦等の交付期日は、休日に当たった場合にも延⻑しないため、本記載は誤解を招く表現となっている。配当計算書を発した日か
ら7日を経過した日を⾃動登録し、任意での修正も可能としているため、本記載は不要。

2.8.10.の「配当計算書を発した日から7日を経過した日が休日等の場合、換価代⾦の交付期日として選択できないこと。」を削除。

問題ないと考える 削除 対応内容列に記載の方針で対応する。

722 350 滞納管理 2.8.2. 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒
・滞納処分種類（繰上徴収、差押処分、参加差押
処分、交付要求処分） ・滞納処分種類（繰上徴収、差押処分、参加差押

処分、交付要求処分、捜索）
④︓現⾏事務処理・現
⾏機能の踏襲 滞納処分管理として「捜索」の有無を管理しているため 捜索の有無を管理する ④︓スクラッチ開発で実

装 優先度4 追加 共有・報告 捜索も処分の⼀種のため追加する。 問題ないと考える 追加 左記の方針のとおり。

1333 353 滞納管理 2.8.5 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒

交付要求執⾏機関情報を管理（設定・保持・修
正）し、任意に選択できること。

執⾏停止中の期別に対しても交付要求できること。

＜交付要求執⾏機関情報＞
（執⾏機関名、執⾏機関番号、事件番号、対象とな
る財産（複数可）、要求年⽉日、差押年⽉日、解
除年⽉日、交付要求の完了年⽉日）

交付要求執⾏機関情報を管理（設定・保持・修
正）し、任意に選択できること。

執⾏停止中の期別に対しても交付要求できること。

＜交付要求執⾏機関情報＞
（執⾏機関名、執⾏機関郵便番号・住所・担当・電
話番号、執⾏機関番号、事件番号、対象となる財産
（複数可）、要求年⽉日、差押年⽉日、解除年⽉
日、交付要求の完了年⽉日）

⑦︓業務効率化 執⾏機関情報として郵便番号・住所・氏名・電話番号などの情報を保持する。

保持した情報ををもとに宛名を作成することができ、複
数回の書類の提出に際し繰り返市⼊⼒することを避
け、またヒューマンエラーを減少させる。
執⾏機関は破産管財⼈である弁護⼠が該当する場
合があるため、裁判所情報を保持するだけでは足りない
ため、情報保持の機能が必須。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 修正 共有・報告

執⾏機関情報は交付要求帳票に記載する情報であり、情報の管理が必要。執⾏機関として破産管財⼈が該当する場合を考慮し、
追加。

2.8.5に、管理項目を追加する。
 <交付要求執⾏機関情報>
・郵便番号
・住所
・担当
・電話番号

問題ないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。

2308 363 滞納管理 2.8.9 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 滞納処分調書の⽂章について、編集機能を有するこ
と。

滞納処分調書の⽂章について、編集機能を有するこ
と。発⾏者名は修正⼜は複数登録できるようにした上
で選択できるようにすること。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

徴税吏員が滞納処分をできることから、⾸⻑名だけでなく、徴税吏員名でも帳票が発⾏できる
ようにするもの。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度1 要検討 意⾒聴取

発⾏者（⾸⻑名、⾃治体名、担当課名、徴収吏員等）のパターンを整理し、WTで確認。

<確認事項>
発⾏者の記載について、⾸⻑名・⾃治体名・担当課名・徴収吏員名とすることを検討しているが、各発⾏者で選択可能とする必要性は
⾼いか。

発⾏者を複数登録ではなく、⼿⼊⼒で
変更できれば問題ないと考える

催告書には、⾸⻑名・⾃治体名・担当
課名・徴収吏員名を記載している。選
択する必要は無いと考える。

必要性は⾼い。
各⾃治体によって取り扱いが異なると考
えるため、各発⾏者で選択する必要性
は⾼いと思われる。

【確認】⾸⻑名・徴収吏員名で問題な
いと思います。 必要性は⾼い。 滞納処分調書は、徴税吏員で作成す

る場合があります。 修正

構成員団体においても、⾸⻑名、徴収吏員名を
使用しており、運用が分かれているため、意⾒の
あったパターンについて出⼒を可能とする方針とした
い。（出⼒の都度指定するのではなく、⾃治体で
指定した発⾏者名を印字する想定）

1511 381 滞納管理 3.1.1 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 出⼒の際、⾦額を変更して出⼒できること。

出⼒の際、⾦額を変更して出⼒できること。また、延滞
⾦計算をする日を任意に設定できること。
指定期限は⾃動で　・・・・　に設定されるが、任意に変
更ができること。

⑥︓住⺠サービス向上 納付書債発⾏の際に受け⼊れ可能な範囲で指定期限を変更することや、それに伴い延滞⾦計
算日を先付けで設定することができる機能は住⺠サービス向上のため実装する必要がある。

毎日受け付ける納付書発⾏の業務において、必ずしも
即日で納付できるとは限らないため、指定期限の任意
設定については必要な機能といえる。また、延滞⾦は日
割りで加算されるものであるため、期限を延ばすのであ
ればそれに応じて加算される必要がある。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 追加 共有・報告

出⼒の際、⾦額を変更して出⼒できること。また、延滞⾦計算をする日を任意に設定できること。
→収納管理システム4.1.2.「 起算日を任意に設定する際には」を復活させることで、延滞⾦計算日の設定機能として扱うこととする。
→滞納管理の2.1.15.の備考列に、「3.1.1.納付書即時発⾏についても同様とする。」と追記する。

指定期限は⾃動で　・・・・　に設定されるが、任意に変更ができること。
→現⾏記載「指定期限を設定できること。」で充足するため対応しない

問題ないと考える 追加 左記の方針のとおり。

213 384 滞納管理 3.1.1. ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

備考
＜主なエラーまたはアラート＞
・未納及び滞納がない納税義務者・口座振替登録が
ある納税義務者・仮消込情報がある納税義務者・当
初賦課処理後、納⼊通知書が発送されるまでの間の
現年度分・分割納付者・納税通知書が返戻となってい
る納税義務者
・税額更正後、更正通知書が発送されるまでの間の現
年度分・不能⽋損分

備考
＜主なエラーまたはアラート＞
・未納及び滞納がない納税義務者
・口座振替登録がある納税義務者
・仮消込情報がある納税義務者
・当初賦課処理後、納⼊通知書が発送されるまでの
間の現年度分
・分割納付者
・納税通知書が返戻となっている納税義務者
・税額更正後、更正通知書が発送されるまでの間の現
年度分
・不能⽋損分
・時効完成
・執⾏停止による債権消滅

Ver1.0の項番3.1.1.としてあった記述が変更後漏れている。 要確認 収納 修正 共有・報告

・時効完成
・執⾏停止による債権消滅
　⇒収納管理システム、滞納管理システムいずれも追加する。

（補足）
時効情報については収納管理システム上で管理されており、執⾏停止については滞納管理システムから異動情報（執⾏停止）として
連携されているため、実現可能

問題ないと考える 修正 左記の方針のとおり。

2028 392 滞納管理 3.1.6 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒

本税・延滞⾦を納付することができる納付書を出⼒で
きること。

本税に計算延滞⾦が発⽣している場合、本税の納付
書発⾏にあたり計算延滞⾦の記載有無を選択できるこ
と。

本税・延滞⾦を納付することができる納付書を出⼒で
きること。

本税に計算延滞⾦が発⽣している場合、本税の納付
書発⾏にあたり計算延滞⾦の記載有無を選択できるこ
と。
また、延滞⾦計算の日付を任意で変更できること。

④︓現⾏事務処理・現
⾏機能の踏襲

日付を任意で変更できることを追加

2.8.4滞納明細書の欄では日付を任意で変更できる旨の記載があるが、納付書の欄にはな
かったため

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度4 追加 共有・報告 備考に、滞納明細同様延滞⾦の計算日の設定が任意でできるよう記載する。 問題ないと考える 追加 左記の方針のとおり。
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②仕様書改定案（機能要件）に関するご意⾒【滞納管理】

修正前 修正後 分類（選択肢から選
択） 詳細 重複意⾒

（連番）
類似意⾒
（連番）

他業務確認
（該当○）

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否
（共有・報告/意⾒聴取） 対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）
修正内容

優先度業務内
連番

業務
（選択肢から選択）

WT構成員　回答集約 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針分類用フラグ 帳票レイアウト
関連意⾒

（該当○）

令和４年度　全国意⾒照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

連番 現⾏システム区分
（選択肢から選択）項番 枝番 意⾒の分類

（選択肢から選択）
新規意⾒区分

（選択肢から選択）

要件 意⾒の根拠

運用想定

726 394 滞納管理 3.1.6. - ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ なし

納税者⼜は特別徴収義務者が、予め納付すべき延滞
⾦を付して作成した催告用納付書⼜は納期後納付書
によってその取扱期限までに滞納となっている市税徴収
⾦を納付⼜は納⼊した場合において、当該納付⼜は
納⼊された延滞⾦額が、当該納付⼜は納⼊日に応じ
て算出される延滞⾦額より過少となるときは、納税者
⼜は特別徴収義務者の責に帰さない期間に対応する
部分の延滞⾦額を限度として免除することができる。

②︓条例への対応・独
自施策の実現

延滞⾦減免⼿続に係る要綱において、大阪市市税条例（以下「条例」という。）第14条第6
項並びに地方税法（以下「法」という。）第321条の2第5項、第321条の12第5項、第328
条の10第3項、第368条第3項、第481条第3項、第607条第3項、第701条の10第3項
及び第701条の59第3項におけるやむを得ない理由があると認める場合として定めているため。

予め納付すべき延滞⾦を付して催告用納付書⼜は納
期後納付書を作成する場合

④︓スクラッチ開発で実
装 優先度1 追加 共有・報告

過去にも同意⾒あり、
4.1.3.延滞⾦減免に、以下の⽂章を追加
「機能要件︓申請のない延滞⾦減免について対応可能であること。（実装してもしなくても良い）
要件の考え方・理由︓条例対応にて、申請がない場合についても地方団体が指定する期間の減免を⾏う場合があるため、実装してもし
なくても良い機能として記載した。
」

（【参考】本編︓各地方団体において条例等に定める事項の対応）
〜パラメータ処理により対応することを基本としている
〜必要最⼩限の改変や追加を⾏うことができるとされている。ただし、統⼀・標準化の趣旨を踏まえ、極⼒これを避けるべきである。
〜各地方団体においては、必要に応じて条例や規則等の改正を検討していただくことを想定

（補足）
過去にも同意⾒あり。当時は条例由来であること、他の⾃治体では実施しているとの意⾒がないことを理由に対応していない。

全国的に実施しているわけではないため
標準化すべきではないと考える 追加 条例への対応についても可能な範囲で対応するこ

ととする。

1979 402 滞納管理 4.1.1 ②︓要件変更 ②︓前回記載意⾒ 各税について，担当者・グループ（班等）単位で操作
権限・閲覧権限を設定できること。

各税について，担当者・グループ（班等）単位で操作
権限・閲覧権限を設定できること。また，個別機能に
操作権限を設定できること。

⑧︓業務精度向上 適正な運用をするため 担当者毎に使用できる機能を制限する。
①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度3 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
機能毎の変更についての具体的な記載がなかったため、以下の⽂章を追加することで問題ないか。
「また，個別機能に操作権限を設定できること。」

問題ないと考える 記載の内容で問題無いと思われる。 【確認】問題なし。 問題ない。 修正 左記のとおりの方針。

1911 409 滞納管理 4.1.3. ①︓要件追加 ①︓新規意⾒

延滞⾦減免申請があったものに対して、延滞⾦減免情
報を管理（設定・保持・修正）できること。
充足差押による延滞⾦の免除に対応できること。
＜延滞⾦減免情報＞
・対象の税目
・年度
・期別
・申請年⽉日
・申請事由
・申請者
・免除⾦額
・免除率
・免除期間

延滞⾦減免申請があったものに対して、延滞⾦減免情
報を管理（設定・保持・修正）できること。
充足差押による延滞⾦の免除に対応できること。
延滞⾦減免申請時（決定前）に減免許可後の延滞
⾦額を確認できること。
＜延滞⾦減免情報＞
・対象の税目
・年度
・期別
・申請年⽉日
・申請事由
・申請者
・免除⾦額
・免除率
・免除期間

⑥︓住⺠サービス向上 滞納者に減免許可後の延滞⾦額を案内できるため。
①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
延滞⾦減免に係るシミュレーション機能は必要性が⾼いか。

必要性は⾼くない 延滞⾦減免に係るシミュレーション機能
は必要

本市では、延滞⾦減免に係る試算を
⾏った事例がないが必要性は低いと思
われる。

【確認】シミュレーションがあれば使用す
る。

あって困る機能ではないが、必要性は
⾼くない。 必要性が⾼い。

現⾏システムで⼀時的に⼊⼒することで
計算可能となっている。
シミュレーション機能があることが望ましい
と考えます。

修正
⼀部地方団体にのみ必要性が⾼いという意⾒が
⾒られたため、シミュレーション機能をオプションで実
装することとする。

1552 413 滞納管理 4.1.4. ②︓要件変更 ①︓新規意⾒
「分割納付誓約・分割納付約束・納付約束・猶予制
度の期間等、指定期限が発⽣する場合、⼟日祝日を
考慮し、⾃動的に翌開庁日が設定されること。」

「初期設定の選択により、分割納付誓約・分割納付
約束・納付約束・猶予制度の期間等、指定期限が発
⽣する場合、⼟日祝日を考慮し、⾃動的に翌開庁日
が設定できること。」

⑧︓業務精度向上
コンビニ納付等、日時を問わない納付方法が主流になっているなかで、⼟日祝日のときに⾃動
的に翌開庁日になるのはかえって不便である。
また、猶予制度の期間「等」の「等」によっては、滞納処分の遅れを⽣じる原因になる。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 1552 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
コンビニ納付等、地方団体の開庁日を問わない納付方法が主流である現在、⼟日祝日であっても指定期限に設定できるような要件と
しても問題ないか。

⾃動で⼟日祝日を除いた方が望ましい 問題ない。

コンビニ納付等、納税環境の整備が進
んでいるが、地方によって状況に差異が
ある。任意に設定できるようにしてはどう
か。

【確認】税目・⾦額によってはコンビニ対
応しておらず、⼟日を加味する必要はあ
る。現⾏のシステムでは分割納付計画
⼊⼒時、⼟日祝日を加味するしないを
選択できる。デフォルトは⼟日祝日を加
味するにしている。

「⼟日祝日のときに⾃動的に翌開庁日
になるのはかえって不便である。」という
理由だが、期限が後ろに延びることの何
が不便なのか全くわかりません。
翌開庁日に設定されるという機能も残
しつつ、選択できるようにするなら問題な
い。

納付指定期限であるため、⼟日祝日を
指定できるようにする必要もないと考え
るが、機能としてあっても問題はない。

現状、未だ銀⾏納付も多い。離島の居
住者などからコンビニがないので郵便局
用納付書の送付を求められることが未だ
にある。
⼀律に⼟日が指定されるとかえって不便
でトラブルの可能性もあり、導⼊するなら
選択式の必要もあると思われる。

修正 ⼟日祝日の設定が任意に⾏える機能を実装する
ことで対応する。

1680 430 滞納管理 4.3.2 1 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 検索条件 検索条件　　電話番号 ⑦︓業務効率化 他⼈名義の電話番号に架電をし、折り返しの電話があった場合、電話番号検索の方法でしか
案件を特定することができない。電話番号での検索ができないと事務に多大な影響がある。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 1680 追加 共有・報告

・電話番号
　→他税目においてオプションで実装あること、実際の運用で考えられることから、電話番号での検索を実装してもしなくても良い機能とし
て、4.3.2.-2に追加する。

（参考）
個⼈︓オプション
法⼈︓なし
軽⾃︓なし
固定︓なし
収納︓オプション

電話番号検索はあった方が利便性が
⾼いと考える

実装できれば、たいへん便利に利用でき
ると考えます。 追加 左記の方針のとおり。

2220 432 滞納管理 4.3.2 1 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒

氏名（カナ・漢字・アルファベット、外国⼈通称名）、
住所（市内・市外）、⽣年⽉日、性別、宛名番号、
個⼈番号・法⼈番号、住⺠区分、税目、年度、通知
書番号、世帯番号、物件番号での検索ができること。

カナ・漢字での検索はあいまい検索ができること。
複合検索が可能なこと。
納付の有無で絞り込みが出来ること。

氏名（カナ・漢字・アルファベット、外国⼈通称名）、
住所（市内・市外）、⽣年⽉日、性別、宛名番号、
個⼈番号・法⼈番号、住⺠区分、税目、年度、通知
書番号、世帯番号、物件番号、⽂書番号、電話番号
での検索ができること。

カナ・漢字での検索はあいまい検索ができること。
複合検索が可能なこと。
納付の有無で絞り込みが出来ること。

⑥︓住⺠サービス向上 外国⼈など電話での本⼈確認を⾏う場合や、照会等の問い合わせ時に速やかに対象者を特定
するため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 1680
2220 追加 共有・報告

・電話番号
　→1680

・⽂書番号
　→2220

電話番号は、あったほうがよい
⽂書番号では、検索しないので不要 追加 左記のとおりの方針

2893 433 滞納管理 4.3.2 2 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 納付の有無で絞り込みができること。 検索対象者を滞納者のみで絞ることができること。 ⑦︓業務効率化 他検索条件と合わせて滞納者のみで検索できることで、対象者を絞ることができるため
電話で氏名を聞き取り検索する際に、同姓同名が多い
場合は検索結果が膨大になるが、滞納者のみで検索
できることにより、検索結果を絞れるため

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度2 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
本機能は使用する場面が多いか。

絞り込みは不要
検索結果⼀覧で分かれば問題ない

税滞納は個⼈情報であるため、漏洩を
防ぐために複数の内容を組み合わせて
相⼿方を特定する方法は必要であると
思われる。

【確認】通常氏名だけでは同姓同名が
多く、⽣年⽉日を合わせて検索すること
が多い。現⾏のシステムでは検索結果
に宛名番号・氏名・住所・⽣年⽉日・
性別・未納額が表示されるため結果とし
て未納額も本⼈特定の⼀助になってい
る。

多い。

使用する機会は多い。現⾏システムで
は、デフォルトでは未納なしの対象者も
検索されるが、滞納者については検索
結果⼀覧に滞納者である旨の表示がさ
れ、⼀目で判断できるようになっている。

本市では賦課徴収は市⻑で⾏っており
複数の課税区であっても、滞納整理は
同⼀の担当者が担当する（滞納者単
位で名寄せ）。

追加 多くの構成員から必要という意⾒があるため、必須
機能として実装する。

3141 438 滞納管理 ー ー ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ ー
滞納者情報管理は、管轄（⾏政区、市税事務所）
単位で管理できること。処分等の制限も⾏政区ごとに
制御されていること。

④︓現⾏事務処理・現
⾏機能の踏襲

指定都市においては、管轄（⾏政区、市税事務所）単位で徴収業務を⾏うため、滞納者情
報の管理を管轄別で切り分けされていないと業務に支障をきたすため。

滞納者Aに対し、〇区△区の２区分滞納になった場
合、〇区課税分は〇区の担当者が、△区課税分は
△区の担当者が滞納整理を⾏う。この際、〇区は△
区の滞納情報等を参照できるが、催告・処分等は⾏え
ないような制御がかかっていないと、権限がない部分の
滞納整理を誤って⾏ってしまう可能性がある。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度4 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
区ごとの処分の制限とはどういったものか。

不要と考える

【確認】収納対策課（本庁）、税務
総務課（収納システム所管課）、各
区区⺠⽣活課（⼀部税務課）で滞
納管理システムが使用できる。例えば差
押の処分登録は収納対策課のみ、他
の部署は閲覧権限のみ。執⾏停止や
分割納付⼊⼒にも部署・職位により登
録権限、閲覧権限を設定している。

平成19年より区⻑委任をやめ市⻑権
限で収税課が滞納処分を⾏っていま
す。政令市であるために複数の課税区
であっても、滞納整理は同⼀の担当者
が担当しています（滞納者単位で名寄
せ）。
これまでの歴史は異なっていても神⼾
市・浜松市ともに現状の体制は同じと
思われ、確認は区⻑⼜は複数の税務
事務所⻑が賦課徴収権限をもつ政令
市に⾏う必要があるのではないでしょう
か。

⾏政区ではなく、滞納管理システムを使用する課
等の所管によって権限が付与できる機能で充足で
きないか、の意⾒について、構成員の団体（指定
都市）においては、市⻑権限で賦課徴収を実施
しているため意⾒元の団体への問合せが望まし
い。
→意⾒元の指定都市へ確認する。
→⾏政区・市税事務所にて処分等を実施する団
体の運用を考慮し、⾏政区・市税事務所単位に
更新権限を設定できる要件を追加する。

2218 456 滞納管理 ①︓要件追加 ②︓前回記載意⾒

全ての税目でモバイルレジ・LINE Pay・PayPayに対
応できること。また、市⺠税・県⺠税（普通徴収）、
固定資産税・都市計画税（⼟地・家屋）、固定資
産税（償却資産）、軽⾃動⾞税（種別割）でクレ
ジットカードに対応できること。

⑥︓住⺠サービス向上 納付⼿段拡充のため。

モバイルレジ　年約42,000件
LINE Pay　年約16,000件
PayPay　年約126,000件
クレジット　年約130,000件

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度3 収納 追加 共有・報告

・全ての税目でモバイルレジ・LINE Pay・PayPayに対応できること。
・市⺠税・県⺠税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税（⼟地・家屋）、固定資産税（償却資産）、軽⾃動⾞税（種別割）
でクレジットカードに対応できること。
　→収納管理システム上で、スマートフォン納付の記載を詳細化する。（備考、要件の考え方・理由　等に記載）

（参考︓2.1.1.）
各納付チャネル（⼀般納付（OCR・パンチ）/口座振替/コンビニ納付/クレジットカード納付/スマートフォン納付/マルチペイメントネット
ワーク/共通納税/年⾦特別徴収）の納付データを取り込めること。合算納付書に対応した納付データの取込ができること。

追加 左記の方針のとおり。

1981 465 滞納管理 4.2.1 ①︓要件追加 ②︓前回記載意⾒

収納管理システムから、以下の情報を連携できること。
＜収納管理システムから連携される情報＞
・収納管理システムの異動情報（調定情報／納付情
報／延滞⾦等）
・督促発付履歴・削除履歴・返戻履歴・公示送達履
歴（固定資産税共有者分含む）
・宛名情報（納税管理⼈・口座情報・送付先情報・
電話番号）
・延滞⾦情報

収納管理システムから、以下の情報を連携できること。
＜収納管理システムから連携される情報＞
・収納管理システムの異動情報（調定情報／納付情
報／延滞⾦等）
・督促発付履歴・削除履歴・返戻履歴・公示送達履
歴（固定資産税共有者分含む）
・宛名情報（納税管理⼈・口座情報・送付先情報・
電話番号）
・延滞⾦情報
・世帯情報（住⺠票の情報），名寄せ元先情報，
市区町村情報，町情報，郵便番号情報

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

・世帯情報（住⺠票の情報）について，給与に係る債権に差押をする場合の差押額の算定
に必要なため（国税徴収法第７６条１項４号）
・名寄せ元先情報について，同⼀⼈で複数の宛名を所有する者に対し名寄せをし，当該対象
者を特定，管理しやすくするため
・市区町村情報，町情報，郵便番号情報について，滞納者を管理しやすくするため

滞納者（その者と⽣計を⼀にする親族を含む）に対
し，⽣活扶助の基準となる⾦額で給料の支給の基礎
となった期間に応ずるものを勘案して政令で定める額は
差し押さえることができないとする法の主旨に対応するも
の

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装してい
る機能

優先度1 ー 共有・報告

・世帯情報（住⺠票の情報）
　⇒共通要件で管理する情報の為記載しない。
・市区町村情報
　⇒共通要件で管理する情報の為記載しない。
・町情報
　⇒共通要件で管理する情報の為記載しない。
・郵便番号情報
　⇒共通要件で管理する情報の為記載しない。

・名寄せ元先情報
　⇒課税側で名寄せした同⼀宛名に関する情報を、滞納側に連携できること」を、オプションとして実装する。

変更なし

そもそも税務共通に当該記載は存在し
ない。
おそらく滞納の要件と思われるため引き
継いで確認いただく。

追加

・名寄せ元先情報
　⇒課税側で名寄せした同⼀宛名に関する情報
を、滞納側に連携できること」を、オプションとして実
装する。

※共通要件側の意⾒について追加。
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参考 帳票ごとに必要となる期別表

印字対象期別
明細が記載される帳票 時効完成分 執⾏停⽌分 不納⽋損分

督促状未発送及び発送後10
⽇未経過（納期限の変更分
は除く）

督促状発送10⽇経過 督促状未発送
（納期限の変更分は除く） 納期未到来 備考

差押 × × × △（将来の差押を⾒越して帳
票作成するケース） 〇 △（将来の差押を⾒越して帳

票作成するケース）
△（将来の差押を⾒越して帳
票作成するケース）

参加差押 × × × △（将来の差押を⾒越して帳
票作成するケース） 〇 △（将来の差押を⾒越して帳

票作成するケース）
△（将来の差押を⾒越して帳
票作成するケース）

交付要求 × △ × △（将来の申⽴てを⾒越して
帳票作成するケース） 〇 △（将来の申⽴てを⾒越して

帳票作成するケース）
△（将来の交付要求を⾒越し
て帳票作成するケース）

債権現在額申⽴ × × × △（将来の申⽴てを⾒越して
帳票作成するケース） 〇 △（将来の申⽴てを⾒越して

帳票作成するケース）
△（将来の申⽴てを⾒越して
帳票作成するケース）

徴収猶予 × × × 〇 〇 〇 〇

換価猶予 × × × 〇 〇 〇 △（将来の申⽴てを⾒越して
帳票作成するケース）

納付計画明細書 × △（執⾏停止分を分割納付
計画に含めても問題ない） × 〇 〇 〇 △（将来の滞納を含めて納付

計画を策定するケース）

捜索調書 × × × △（将来の捜索を⾒越して帳
票作成するケース） 〇 △（将来の捜索を⾒越して帳

票作成するケース）
△（将来の捜索を⾒越して帳
票作成するケース）

催告書 × △（催告については執⾏停止
分を記載しても問題ない） × × 〇 〇 △（将来の催告日を⾒越して

帳票作成するケース）

滞納明細 × △（執⾏停止分は徴収しても
しなくても問題ない） × 〇 〇 〇 △（将来の滞納を含めて納付

計画を策定するケース）

〇　→　必ず表示されるべき
△　→　状況によっては表示があり得るため、表示の有無を選択可能
×　→　表示を避けるべき
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③仕様書改定案（帳票要件 等）に関するご意⾒【滞納管理】

修正前 修正後 分類（選択肢から選
択） 詳細 重複意⾒

（連番）
類似意⾒
（連番）

他業務確認
（該当○）

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否
（共有・報告/意⾒聴取） 対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）
修正内容

2249 3 滞納管理 帳票レイアウト 2 充当通知書 項目なし（備考
欄の下に追加） ①︓要件追加 ②︓前回記載意⾒ 項目なし

充当後の⾦額欄を設ける…※その中に「充当後
の⾦額は、別紙　充当後の滞納明細書のとお
り」、「合計」、「滞納処分費」欄を設ける

④︓現⾏事務処理・現
⾏機能の踏襲

換価事務提要調理要領様式308030-011において、充当後の未納額等を知らせる欄が存
在するため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度4 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
充当後の未納明細について、必要性はあるか。
充当後の未納明細のレイアウトは、タイトルを除き本帳票と同⼀で問題ないか。

問題ないと考える

充当後の未納額を示すことができること
は望ましい。
レイアウトは同じでも良いが、タイトルは
「内訳書」等としてほしい。

①他市の状況次第
②問題ない

⻑期にわたる給与差押など継続して債
権を差押える場合、充当後もなお滞納
が残る場合もあり、充当後の未納明細
が必要であると思われる。
レイアウトについては同⼀で問題無いと
思われる。

【確認】
現⾏のシステムでは出⼒されている。し
かし不要と考える。

使用しておらず実務的には不要。ただ
し、換価事務提要調理要領様式に記
載欄があるなら必要との判断でいいと考
える。
その場合、レイアウトはコメントの通りで
問題ない。

充当後の未納明細は必要。 追加

・用語集の定義上の滞納期別が記載されるもの
であることから、帳票名称については現⾏のとおりと
する。
・　充当通知書に、残未納額が記載されないた
め、充当後の未納額の通知を送付している。充当
通知書に残未納額が記載されるのであれば、別
帳票でなくとも問題ない。また、出⼒は、明細別で
はなく、合計⾦額のみでも問題ない。
・　現⾏では、充当通知書に充当額及び充当後
の⾦額が出⼒されるが、残未納額は出⼒されな
い。残未納額についての問合せは⼀定数受けるた
め、出⼒されることが望ましい。
・　残未納額は出⼒されることが望ましい。
・　現⾏で充当後の未納額と未納明細を出⼒し
ているので神⼾市では必要。実装してもしなくても
良い機能でも構わないが、定義されることが望まし
い。
・実務では使用しておらず、機能が実装されなくて
も問題はない。

→　充当後の未納明細を実装してもしなくても良
い機能として定義する。

1854 12 滞納管理 帳票レイアウト 3 充当通知書明細 2 通知書タイトル ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 充当通知書明細 充当明細書 ⑦︓業務効率化

当市では、配当計算書に期別毎の充当詳細が記載された配当計算書付属書類を添付する
形で充当通知書は送っていない。

そのため、配当計算書付属書類を”実装してもしなくてもいい帳票”とするのであれば、配当計算
書に添付することのできる充当明細書を打ち出せるようにしてもらいたい。

充当通知書に添付する本明細を代用する場合は、「充当通知書明細」の名称だと配当計算
書に添付した際に帳票名が相違することになるため、”通知書”の⽂⾔を削除し、汎用的に使用
できる「充当明細書」にタイトルを改めてもらいたい。

配当計算書用の充当明細が出⼒されない場合は充
当通知書用の充当明細を代用。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度2 修正 共有・報告

帳票名称を変えることで、現⾏の運用を変えることなく標準仕様を利用できるため、帳票名称
を以下のとおり修正。
「充当通知明細書」⇒「充当明細書」

帳票名称は任意に編集できた方がよい
と考える 修正 左記方針のとおり

180 24 滞納管理 帳票レイアウト 7 配当計算書別紙 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 【お問合せ先】欄を削除する
本来「配当計算書」として⼀葉となるものをスペース等の事情から別紙として分離したものと考え
ます。
【お問い合わせ先】欄は「配当計算書」（4.5.6)と重複しての必要はないと考えます。

必ず「配当計算書」と⼀体で使用する。 要確認 削除 共有・報告 問い合わせ先が、必ずセットで送付される帳票間で重複しているため、
別紙側の問い合わせ先を削除する。 問題ないと考える 削除 左記方針のとおり

1840 26 滞納管理 帳票レイアウト 10 差押書（不動
産）※滞納者用 19 滞納⾦額－滞納

処分費 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ レイアウトには滞納⾦額の中に「合計」、「滞納処
分費」の記載がある。

レイアウトには滞納⾦額の中に「合計」、「滞納処
分費」の記載があるが、滞納処分費は具体的な
⾦額を記載しない。
（合計滞納⾦額に「※別途滞納処分費を要す」
といった記載にする）

⑧︓業務精度向上 差押書作成の時点で滞納処分費を具体的に記載することはできず、注意書きとして書くのみで
枠を設ける必要はないと思われるため、変更する必要がある。

主に滞納処分費として扱われるのは、公売前の鑑定
費用だが、事前にその費用を把握することは困難であ
るため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度2 修正 共有・報告 滞納処分費の⾦額記載箇所に、「※法律による⾦額」と記載する。
※国税の差押様式に準拠 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

1676 29 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 11 差押書（不動
産）※滞納者用 18

滞納⾦額
合計（法律によ
る⾦額）

①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 滞納総合計額（3桁カンマ編集）＋"円"を印字 滞納総合計額として、滞納明細記載の合計額と
同じ⾦額（3桁カンマ編集）＋"円"を印字

①︓地方税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

共有、連帯納税の滞納期別分を同時に差押した場合には、差押調書に記載することを明確化
する。

共有・連帯納税分についても同時に差押することがあ
りうる想定

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度1 1676 修正 共有・報告

現在の記載では、共有、連帯納税分の差押の場合に、共有、連帯納税分を除外した⾦額が
記載されることが考えられるため、以下のとおり⽂章を修正する。
「滞納総合計額（3桁カンマ編集）＋"円"を印字」⇒「滞納総合計額として、滞納明細記載
の合計額と同じ⾦額（3桁カンマ編集）＋"円"を印字」

問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

2259 39 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 18

差押解除通知書
（不動産）※交
付要求２９条執
⾏機関用

24 備考 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 備考 参加差押に関する事項

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

滞納処分と強制執⾏等との⼿続の調整に関する政令第７条第１項５号により、強制競売等
の対象である不動産について、滞納処分による差押を⾏っている場合に、滞納処分の参加差押
が⼊っているならば、滞納処分による差押解除時に、裁判所に参加差押に関する事項を知らせ
る必要があるため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度1 2259 修正 共有・報告
備考欄があるため対応可能と想定。
現⾏レイアウトの備考欄が⼩さいため、拡張する。その他帳票においても、レイアウトの制約上
可能な範囲で備考の範囲を拡大する。

問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

1887 46 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 21
差押調書（謄
本）（債権）※
滞納者用

12 [発⾏者名]
-[肩書き] ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ ⾸⻑肩書など。

例）●●●⻑
発⾏者の肩書など。
例）●●●⻑、徴税吏員 兼　徴収職員

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

帳票発⾏者名については、徴税吏員が臨場しての処分の場合、市⻑名でなく徴税吏員名にて
⾏うことから、市⻑名と吏員名との選択式で実装してもらうことを明確に示していただく必要があ
る。実装されない場合には、エクセル等にて帳票を作成しなければならず、著しく合理性を⽋く運
用となる。
（※帳票No.が帳票レイアウトと帳票⼈事項目・諸元表と⼀致していないため、本項[通し
No.]は、後者に合わせて記載している）
なお、本市では徴収⼀元化を⾏っており、強制徴収公債権の場合には徴収職員として差押を
実施することから、「徴税吏員　兼　徴収職員」とする。

郵送でなく、臨場にて処分を⾏うことになった場合に、
徴税吏員兼徴収職員名にて調書を作成している。捜
索調書なども該当。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度1 1887 要確認 意⾒聴取

徴税吏員名の記載は⼀般的な対応と思われるため、以下の記載を機能要件に追加する。
要件︓⾸⻑名の代わりに徴税吏員名として担当者名を記載できること。徴税吏員名は苗字、
名前のいずれも管理されていること。
考え方・理由︓⾃治体によって、徴税吏員が執⾏することが国税徴収法上認められているた
め、実装すべき機能として記載する。

<確認事項>
現⾏システムで、担当者名と徴税吏員名は、別にマスタ管理しているか。

担当者名と吏員名は同⼀マスタで管理
画面上修正は可能 担当者＝徴税吏員　である。 担当者名と徴税吏員名は同⼀で管理

している。

各⾃治体によって取り扱いが異なるた
め、記載の内容で問題無いと思われ
る。
現⾏システムで担当者名等はマスタ管
理となっている。

【確認】別管理はしていない。デフォルト
で⾸⻑名が表示される。

担当者＝徴税吏員なので、別ではなく
担当者マスタで管理している。
帳票上の徴税吏員名は空欄で⼿書き
対応できるようになっている。

現⾏は、徴税吏員名で出す必要がある
書類についてはシステム出⼒帳票にゴム
印を押印するか、システム外帳票を使
用している。

修正

構成員団体においても、⾸⻑名、徴収吏員名を
使用しており、運用が分かれているため、意⾒の
あったパターンについて出⼒を可能とする方針とす
る。（出⼒の都度指定するのではなく、⾃治体で
指定した発⾏者名を印字する想定）

2263 48 滞納管理 帳票レイアウト 21 差押通知書（債
権）※権利者用 6 通知書タイトル ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 差押通知書 担保権設定等財産の差押通知書

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

徴収実務研究会編「徴収関係書類の作り方」（各種通達・様式を基に作成したもの）におい
て紹介されている各種様式

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度1 2263 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
帳票名称について、担保権設定等財産の差押通知書に修正する必要はあるか。
なお、本帳票名称の使用例は、不動産、動産、電話加⼊権において⾒受けられるが、債権に
おいても必要か。

問題ないと考える 債権においては必要なし。 他市の状況次第。
様々な債権に対応できるよう、任意で
債権名称を変更することは滞納が可能
か。

【確認】今まで「担保権設定等財産の
差押通知書」として作成。
債権用の担保権設定…通知書は確
認ができない。

不要。 変更なし

・　「様々な債権に対応」について、給与・保険
等、別名称での管理が可能であれば問題ない。

→機能要件で定義済みのため変更なし。

3119 53 滞納管理 帳票レイアウト 22
差押調書（謄
本）（債権）※
滞納者用

11 通知書本⽂ ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ ⾏数（繰り返し）︓3→1、桁数／⾏︓43→
40/3 帳票レイアウトの通知書本⽂を３⾏にする ⑧︓業務精度向上 諸元表では3⾏と記載がありますが、帳票レイアウトでは2⾏になっています。

「取⽴禁止の⽂⾔についても記載すること」を考慮すると、3⾏必要と考えます。 優先度2 修正 共有・報告 諸元表について、帳票レイアウトの通知書本⽂を３⾏に修正する 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

1901 57 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 23
債権差押通知書
（債権）※第三
債務者用

11 通知書本⽂ ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 桁数/⾏　43→40/3 桁数/⾏　43→40/4 ④︓現⾏事務処理・現
⾏機能の踏襲

当区では債権差押通知書の第三債務者用の調書に以下のような内容が記載されている。その
本⽂内容がすべて⼊らないため。

下記の滞納⾦額を徴収するため、下記の債権を差し押えます。
国税徴収法台６２条第１項の規定により通知します。
差押債権は、下記記載の履⾏期限までに支払ってください。
なお、この通知を受けた後は、債権者に支払ってもその支払いは無効です。

本⽂の指定がない限りは現⾏の⽂⾔で運用を想定し
ている。使用頻度としては年間1,500件から2,000
件程度である。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度4 修正 共有・報告 諸元表を、余裕をもたせるよう修正する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

2491 62 滞納管理 帳票要件 25

債権差押通知書
（債権）※第三
債務者（返送）
用

⑤︓実装類型変更（実
装してもしなくても良い/実
装しない→実装すべき）

①︓新規意⾒ 実装すべき機能へ変更

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

No.13と本帳票では使用頻度も⼿交の割合もすべて異なり、差押の競合等の可能性もあり受
付日時などの必要性も⾼まることから実装すべきと考える再考願いたい。また執⾏機関返送用
について、滞調法29条関係での副本返還についての通達も鑑みて必要と考える

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度1 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
使用頻度は⾼く、返送用帳票だが例外的に必須帳票とする必要性があるか。

問題ないと考える 他市の状況次第 必要性は⾼いと思われる。 【確認】必要と考えます。 使用頻度は⾼く、必須帳票としてもらい
たい。

使用頻度は低い。システム出⼒できる
方が望ましいが、債権差押通知書（債
権）※第三債務者用を流用する形で
も処理は可能と考える。

修正 必要性が⾼いとの意⾒が多いため、例外的に必
須帳票とする。

2267 68 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 53
差押調書（謄
本）（動産）※
滞納者用

6 通知書タイトル ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 差押調書 差押調書（謄本）

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

謄本であることを示す必要がある。
①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度1 修正 共有・報告 レイアウトのタイトルに謄本を追記する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

2268 69 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 53
差押調書（謄
本）（動産）※
滞納者用

24 ⽴会⼈住所（所
在地） ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ ⽴会⼈住所（所在地）　　　⽴会⼈住所（所

在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住所
部分）
※⽴会⼈住所は削除という意味です。
※⽴会⼈住所（所在地）と⽴会⼈氏名（名
称）の間にある線は不要（⼀つの欄でよい）で
す。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

国税徴収法施⾏令第２１条第２項において、⽴会⼈に署名を求めるとされているが、住所の
記載は求めていない。（滞納者に⽴会⼈の住所を知らせることも問題がある。）
括弧部分は滞納者との関係等を記載する欄とされている。（徴収実務研究会編「徴収関係
書類の作り方」（各種通達・様式を基に作成したもの）において紹介されている各種様式）

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度1 2268 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
国税徴収法施⾏令第２１条第２項において、⽴会⼈に署名を求めるとされているが、住所の
記載は求めていないため、削除してよいか。

問題ないと考える ⽴会⼈の署名が記載できれば住所欄
は不要 削除でよい。 ⽴会⼈住所については削除しても問題

無いと思われる。 【確認】住所欄は必要なし 削除してよい。 削除 左記方針のとおり

2270 71 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 53
差押調書（謄
本）（動産）※
滞納者用

「差押調書（謄
本）（捜索を受
けた者あて）を受
領しました。」欄

①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 記載なし

　　年　　⽉　　日　　時　　分の追加
（　　　　　）　　　　　　　　の追加
※括弧及び氏名を記載するスペースを確保しま
す。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

捜索を受けたものが日時の記載及び署名するため。（徴収実務研究会編「徴収関係書類の
作り方」（各種通達・様式を基に作成したもの）において紹介されている各種様式） 捜索を受けたものが署名等⾏う。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度1 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
全構成員に確認。日時欄は記載の必要があるか。

問題ないと考える

捜索をした日時は何時から何時までと
記載するが、その記載は徴税吏員が⾏
う。（⽴会⼈に記載を求めるのは署名
のみ）

他市の状況次第。現⾏は日付欄あり。 日時欄は必要であると思われる。

【確認】国税の関係書類を⾒ると⽴会
⼈の署名欄に日時の記載はない。
別欄に捜索した日時があり、それに対し
ての署名なので記載が無いのかもしれま
せん。

年⽉日は記⼊させている。時間は記⼊
させていない。 必要あり。 修正なし

時間を記⼊しない団体があること、⼿書きで記載
する前提であること、国税様式に記載がないことか
ら、日時欄は設けないこととする。

178 85 滞納管理 帳票要件 70
差押調書（振替
社債）※決裁用
ほか

⑤︓実装類型変更（実
装してもしなくても良い/実
装しない→実装すべき）

①︓新規意⾒ ⑦︓業務効率化 振替機関用・発⾏機関用など帳票が別であり、債権差押機能・動産差押機能での代替えが
可能かどうか不明である。

内容・印字項目に債権差押機能、動産差押機能と
異なる点があり代替え運用が可能なのか不明であ
る。
実際にはパソコンでの代替えになるのではと危惧してい
ます。

優先度4 178 要検討 共有・報告

「債権差押機能、動産差押機能による代替え運用でも可とする。」については、「無体財産差
押機能による代替え運用でも可とする。」と変更する。

（詳細）
＞実装類型変更（実装してもしなくても良い/実装しない→実装すべき）
　→構成員内でも実装必須を主張するのは少数であること、実現性評価にて無体財産での代
替え運用であれば可能という意⾒、債権差押機能で代替できるという意⾒があったことから、オ
プションのままとし、必須化の対応はしないこととしたい。
　→なお、債権差押機能で代替可能かについては、以下で分析している。

＞振替機関用・発⾏機関用など帳票が別であり、債権差押機能・動産差押機能での代替え
が可能かどうか不明である。
　→債権︓帳票印字項目は差押財産から詳細化した項目（第三債務者　等）があり、代
用は困難と想定される。
　→動産︓※現在、動産差押機能と記載されているのは誤記で、無体財産が正しいため、修
正の必要があります。
　　　　　　　帳票の印字項目については、無体財産の財産項目にて⾃由記載が可能と思われ
るため、代替えは可能と想定される。

問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

177 96 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 81

参加差押決議書
兼差押通知決議
書（不動産）※
決裁用

帳票タイトル ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 差押通知決議書 参加差押通知決議書 ⑧︓業務精度向上 各財産のすべての帳票で「差押」となっているのですが、何か理由があるのでしょうか。 ③︓現⾏システムでは使
用していない帳票 優先度4 修正 共有・報告

No81.91.104.114について、誤りの為、
「参加差押決議書兼差押通知決議書」→「参加差押決議書兼参加差押通知決議書」に修
正する。

問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

1653 131 滞納管理 帳票要件 138
交付要求通知書
(破産債権）※
滞納者用

①︓要件追加 ①︓新規意⾒

この帳票に優先的破産債権と劣後的破産債権
の内訳がどのように表現されるかが読み取れません
でした。
・滞納額としては優先と劣後が合算されて表示さ
れ、備考欄に優先と劣後の⾦額内訳が表示され
つつ、通しNo469滞納明細にも内訳が表示され
る︖
・優先と劣後で帳票と滞納明細がそれぞれ作成さ
れる︖

※「要件の考え方・理由」欄で「優先敵」と誤字が
ありました。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

国税徴収法基本通達82⑤
破産事件が発⽣した場合において、破産債権がある
場合に使用する。使用頻度は破産事件の件数によ
る。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度1 1653 修正 共有・報告

破産債権に関する帳票については、帳票要件の備考列に、「・優先的破産債権、劣後的破産
債権の帳票が、それぞれ本帳票の様式で作成されることを想定。明細についても同様。」と追
記する。

帳票要件上の誤字について修正する。

問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

2288 264 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 266 競売続⾏決定通
知書 5 通知書タイトル ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 競売続⾏決定通知書 強制執⾏等の続⾏決定通知書

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

滞納処分と強制執⾏等との⼿続の調整に関する法律第９条において、「強制執⾏を続⾏する
旨」とされており、競売の場合もその規定を準用することから用語としては「強制執⾏等の」とすべ
きものとであるため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度1 修正 共有・報告 「強制執⾏等の続⾏決定通知書」が適切と考えられるため修正。 問題ないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。

607 324 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 340 ⼾籍・住⺠票など
の交付について 24 本籍地 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 印字しない（照会先記載を想定） ⼊⼒した内容を記載 ④︓現⾏事務処理・現

⾏機能の踏襲 相⼿先に必要な⼾籍等を特定してもらうには申請側で⼊⼒必須の項目である。
印字する項目をシステムに⼊⼒し、帳票に反映させ
る。
（税システムで該当項目を管理していないため）

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度4 修正 共有・報告 申請時に必要となるため、諸元表を「印字しない（照会先記載を想定）」⇒「職員が⼿⼊⼒
する」に修正する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

608 325 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 340 ⼾籍・住⺠票など
の交付について 25 筆頭者 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 印字しない（照会先記載を想定） ⼊⼒した内容を記載 ④︓現⾏事務処理・現

⾏機能の踏襲 相⼿先に必要な⼾籍等を特定してもらうには申請側で⼊⼒必須の項目である。
印字する項目をシステムに⼊⼒し、帳票に反映させ
る。
（税システムで該当項目を管理していないため）

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度4 修正 共有・報告 申請時に必要となるため、諸元表を「印字しない（照会先記載を想定）」⇒「職員が⼿⼊⼒
する」に修正する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

609 326 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 340 ⼾籍・住⺠票など
の交付について 26 必要者の氏名 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 印字しない（照会先記載を想定） 滞納者の氏名を印字 ④︓現⾏事務処理・現

⾏機能の踏襲 相⼿先に必要な⼾籍等を特定してもらうには申請側で⼊⼒必須の項目である。 システムから⾃動⼊⼒とする。
①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度4 修正 共有・報告
申請時に必要となるため、諸元表を「印字しない（照会先記載を想定）」⇒「地方団体名が
記載」に修正する。
諸元表を修正する。

問題ないと考える 「地方団体名が記載」ではなく「滞納者
名が記載」ではないでしょうか。 修正

地方団体が主体となって記載するという趣旨であ
り、実際に記載される内容とは異なる。（実際に
記載されるのは滞納者名である）

610 327 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 340 ⼾籍・住⺠票など
の交付について 27 ⽣年⽉日 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 印字しない（照会先記載を想定） 滞納者の⽣年⽉日を印字 ④︓現⾏事務処理・現

⾏機能の踏襲 相⼿先に必要な⼾籍等を特定してもらうには申請側で⼊⼒必須の項目である。 システムから⾃動⼊⼒とする。
①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度4 修正 共有・報告
申請時に必要となるため、諸元表を「印字しない（照会先記載を想定）」⇒「⽣年⽉日が記
載」に修正する。
諸元表を修正する。

問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

611 328 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 340 ⼾籍・住⺠票など
の交付について 28 性別 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 印字しない（照会先記載を想定） 滞納者の性別を印字 ④︓現⾏事務処理・現

⾏機能の踏襲 相⼿先に必要な⼾籍等を特定してもらうには申請側で⼊⼒必須の項目である。 システムから⾃動⼊⼒とする。
①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度4 修正 共有・報告
申請時に必要となるため、諸元表を「印字しない（照会先記載を想定）」⇒「性別が記載」に
修正する。
諸元表を修正する。

問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

連番 仕様書改定案の対象
（選択肢から選択） 帳票No.業務内

連番
業務

（選択肢から選択）

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針WT構成員　回答集約

項目番号 項目名称帳票名 現⾏システム区分
（選択肢から選択）

令和４年度　全国意⾒照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

優先度

分類用フラグ 帳票レイアウト
関連意⾒

（該当○）

意⾒の分類
（選択肢から選択）

新規意⾒区分
（選択肢から選択）

要件 意⾒の根拠

運用想定
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③仕様書改定案（帳票要件 等）に関するご意⾒【滞納管理】

修正前 修正後 分類（選択肢から選
択） 詳細 重複意⾒

（連番）
類似意⾒
（連番）

他業務確認
（該当○）

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）

構成員確認（WT）要否
（共有・報告/意⾒聴取） 対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）
修正内容

連番 仕様書改定案の対象
（選択肢から選択） 帳票No.業務内

連番
業務

（選択肢から選択）

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針WT構成員　回答集約

項目番号 項目名称帳票名 現⾏システム区分
（選択肢から選択）

令和４年度　全国意⾒照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

優先度

分類用フラグ 帳票レイアウト
関連意⾒

（該当○）

意⾒の分類
（選択肢から選択）

新規意⾒区分
（選択肢から選択）

要件 意⾒の根拠

運用想定

612 329 滞納管理 帳票レイアウト 340 ⼾籍・住⺠票など
の交付について ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ ― 印字項目に請求事由を追加する

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

⼾籍法・住⺠基本台帳法の規定による ⼾籍法・住⺠基本台帳法の規定による
①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度1 要検討 意⾒聴取 <確認事項>
法令上、請求事由は不要と考えるが、請求事由が必須の団体はあるか。 不要と考える 根拠法令の記載のみ 必須ではない。 本市では租税については根拠法令のみ

で住⺠票等の交付を⾏っている。

【確認】⼾籍法第10条の2第2項に当
該請求の任に当たる権限を有する職員
は、その官職、当該事務の種類及び根
拠となる法令の条項並びに⼾籍の記載
事項の利用の目的を明らかにしてこれを
しなければならない。とあるので「下記の
ものについて…」の記載があるため、それ
が請求事由になると思います。
住⺠基本台帳法も同様と思われます。

⼾籍、住⺠票いずれも請求事由は必
須となっている。
⼾籍については「⼾籍法及び⼾籍法施
⾏規則の⼀部改正に伴う⼾籍事務の
取り扱いについて（平成20年法務省
発出、俗に⾔う1000号通達）　第1
⼾籍謄本等の交付の請求」において、
明らかにすべき事項として"⼾籍の記載
事項の利用の目的"が規定されている。
住⺠票については「住⺠基本台帳事務
処理要領（総務省発出）　第2 住
⺠票の写し等の交付」において請求事
由を明らかにさせることとなっている。

修正 根拠法令の他、請求事由の記載を必須とする団
体があるため、請求事由を追加する。

613 330 滞納管理 帳票レイアウト 340 ⼾籍・住⺠票など
の交付について ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ 申請に必要な項目の表示がない 申請書類に応じて、照会に必要となる項目を印

字する ⑧︓業務精度向上

住⺠票の申請では、本籍、続柄の記載の要否を記載する必要がある。
申請帳票を選択式とし、
住⺠票を選択した際は、住⺠票申請に必要な項目
　①住所②必要者の氏名③⽣年⽉日④本籍・続柄の記載
⼾籍を選択した際は、⼾籍申請に必要な項目
　①本籍地②筆頭者③必要者の氏名④⽣年⽉日
が印字されるようにする。
⼾籍と住⺠票の申請帳票は別にしたほうが扱いやすい。

印字する項目をシステムに⼊⼒し、帳票に反映させ
る。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度2 修正 意⾒聴取

申請書について、本籍・続柄記載要否を記載する欄を設ける。
住⺠票申請の場合は、住所、必要者の氏名、⽣年⽉日、本籍・続柄を記載し、⼾籍申請の
場合は、本籍地、筆頭者、氏名、⽣年⽉日を記載するよう、修正。

<確認事項>
上記対応で問題ないか。

問題ないと考える 問題ない。 記載の内容で問題無いと思われる。 【確認】⼾籍申請の場合に『附票』の請
求が必要と考えます。 問題ない。 修正

対応内容列に記載の内容で修正する。

⼾籍申請の場合、附表についても申請することが
多いため、必要な項目と考える。

→附表の請求について、項目を追加する。

1876 331 滞納管理 帳票レイアウト 345 実態調査について
（照会） ①︓要件追加 ①︓新規意⾒

下記の項目も必要
・家族構成
・所得の種類
・課税額

⑧︓業務精度向上
・家族構成（配偶者及び子の有無）
・所得の種類
・課税額

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度2 修正 意⾒聴取

家族構成については記載が必要であるためWTにて確認。併せて、所得の種類、課税額につい
ても確認する。

<確認事項>
家族構成については必要性の⾼い項目であるため追加を検討しているが、所得の種類・課税
額の必要性は⾼いか。

所得種類、課税額はなくても問題ない
と考える 所得の種類・課税額も必要 髙い。

滞納者本⼈の所得・課税については支
払い能⼒を確認するため必要性は⾼い
と思われる。

【確認】
所得の種類・課税額は必要。家族構
成については必要な情報ではあるが、
税部門に照会しても回答は得られない
ことが多いと考える。当市においても⼾
籍担当課へ別途照会するよう案内して
いる。

必要性は⾼い。 必要である。 修正
家族構成・所得の種類・課税額について、いずれ
も必要とする団体が⼀定数（6団体）あることか
ら、項目を追加する。

614 335 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 346 実態調査について
（照会、回答） ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 回答項目の内容が「印字しない（⼿書き運用を

想定）」になっている。
システムから出⼒できる回答項目については印字
項目であることを明記する。 ⑧︓業務精度向上

機能要件（2.7.5.）には「他機関からの実態調査の照会に対し、回答書を出⼒できること。シ
ステムで保持している項目は⾃動作成されること。」と記載があるが、該当の各項目の内容は
「印字しない（⼿書き運用を想定）」となっており、整合性が取れていない。

照会者と回答者を区別して表現したほうが良い。

③︓現⾏システムでは使
用していない帳票 優先度4 追加 共有・報告

照会と回答について、これまで基本的に内容が同⼀であったことから、印字項目のシートを同⼀
にしていたものの、諸元表上差異があるケースもあり、レイアウト上も照会/回答で分けていること
から、印字項目上も分けることとする。

問題ないと考える 追加 左記方針のとおり

1077 336 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 346
実態調査について
（照会、回答）
̲別紙

16 所在 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 大分類︓不動産の有無
中分類︓所在

大分類︓不動産の有無
中分類︓家屋
⼩分類︓所在地

⑧︓業務精度向上 調査対象者が所有する⼟地の所在地を記載する欄なのか所有する家屋の底地の所在地を記
載する欄なのかが不明瞭であるため。 家屋の所在地を記載する欄として使用する。 ③︓現⾏システムでは使

用していない帳票 優先度4 修正 共有・報告 ⼟地と家屋の別がなかったため、レイアウト上区別できるよう修正する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

1078 337 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 346
実態調査について
（照会、回答）
̲別紙

17 地番 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 大分類︓不動産の有無
中分類︓所在

大分類︓不動産の有無
中分類︓家屋
⼩分類︓地番

⑧︓業務精度向上 調査対象者が所有する⼟地の地番を記載する欄なのか所有する家屋の底地の地番を記載す
る欄なのかが不明瞭であるため。 家屋の所在地の地番を記載する欄として使用する。 ③︓現⾏システムでは使

用していない帳票 優先度4 修正 共有・報告 ⼟地と家屋の別がなかったため、レイアウト上区別できるよう修正する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

1079 338 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 346
実態調査について
（照会、回答）
̲別紙

19 地目 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒
大分類︓不動産の有無
中分類︓家屋
⼩分類︓地目

大分類︓不動産の有無
中分類︓家屋
⼩分類︓種類

⑧︓業務精度向上
不動産登記簿上、地目は⼟地の用途を表す⾔葉として用いられており、家屋の内容を表す⾔
葉ではないため。
家屋の種類の記載欄がないため。

家屋の種類を記載する欄として使用する。 ③︓現⾏システムでは使
用していない帳票 優先度4 修正 共有・報告 ⼟地と家屋の別がなかったため、レイアウト上区別できるよう修正する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

1080 339 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 346
実態調査について
（照会、回答）
̲別紙

20 地籍 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒
大分類︓不動産の有無
中分類︓家屋
⼩分類︓地籍

大分類︓不動産の有無
中分類︓家屋
⼩分類︓構造

⑧︓業務精度向上
不動産登記簿上、地籍は⼟地の面積を表す⾔葉として用いられており、家屋の内容を表す⾔
葉ではないため。
家屋の構造の記載欄がないため。

家屋の構造を記載する欄として使用する。 ③︓現⾏システムでは使
用していない帳票 優先度4 修正 共有・報告 ⼟地と家屋の別がなかったため、レイアウト上区別できるよう修正する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

1081 340 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 346
実態調査について
（照会、回答）
̲別紙

⼟地の所在地 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ なし
大分類︓不動産の有無
中分類︓⼟地
⼩分類︓所在地

⑧︓業務精度向上 調査対象者が所有する家屋の底地の所在地の記載欄はあるが、純粋な⼟地としての⼟地の
所在地の記載欄がないため。 ⼟地の所在地を記載する欄として使用する。 ③︓現⾏システムでは使

用していない帳票 優先度4 修正 共有・報告 ⼟地と家屋の別がなかったため、レイアウト上区別できるよう修正する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

1082 341 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 346
実態調査について
（照会、回答）
̲別紙

⼟地の地番 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ なし
大分類︓不動産の有無
中分類︓⼟地
⼩分類︓地番

⑧︓業務精度向上 調査対象者が所有する家屋の底地の地番の記載欄はあるが、純粋な⼟地としての⼟地の地
番の記載欄がないため。 ⼟地の地番を記載する欄として使用する。 ③︓現⾏システムでは使

用していない帳票 優先度4 修正 共有・報告 ⼟地と家屋の別がなかったため、レイアウト上区別できるよう修正する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

1083 342 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 346
実態調査について
（照会、回答）
̲別紙

⼟地の地目 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ なし
大分類︓不動産の有無
中分類︓⼟地
⼩分類︓地目

⑧︓業務精度向上 家屋の地目という記載欄はあるが、⼟地の地目の記載欄がないため。 ⼟地の地目を記載する欄として使用する。 ③︓現⾏システムでは使
用していない帳票 優先度4 修正 共有・報告 ⼟地と家屋の別がなかったため、レイアウト上区別できるよう修正する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

1084 343 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 346
実態調査について
（照会、回答）
̲別紙

⼟地の地番 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒ なし
大分類︓不動産の有無
中分類︓⼟地
⼩分類︓地籍

⑧︓業務精度向上 家屋の地籍という記載欄はあるが、⼟地の地籍の記載欄がないため。 ⼟地の地籍を記載する欄として使用する。 ③︓現⾏システムでは使
用していない帳票 優先度4 修正 共有・報告 ⼟地と家屋の別がなかったため、レイアウト上区別できるよう修正する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

2884 353 滞納管理 帳票要件 350
売掛債権等調査
票（照会）（伺
い）

⑤︓実装類型変更（実
装してもしなくても良い/実
装しない→実装すべき）

①︓新規意⾒ 実装してもしなくても良い 実装すべき

①︓地方税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

滞納者が個⼈事業主等である場合、財産調査として⼀般的なもので必須帳票であるため。 適切な滞納事務 ③︓現⾏システムでは使
用していない帳票 優先度1 要検討 共有・報告

多数の帳票を「実装すべき」から「実装してもしなくても良い」に緩和した際に、緩和対象とした
帳票であるが、使用頻度が⾼いこと、多数のシステムでパッケージ標準で実装されていることか
ら、実装すべき帳票に変更。

利用頻度が少ないため、実装しなくても
よいと考える 修正

使用頻度が⾼い団体が多いこと、多数のシステム
でパッケージ標準で実装されていることから、実装
すべき帳票に変更する。

2293 389 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 396 納期限変更告知
書 ①︓要件追加 ②︓前回記載意⾒ ・納期限変更の理由及び根拠条⽂の記載なし。

・納期限変更の理由「地方税法第13条の2第1
項第●号に該当」　を追記
・根拠条⽂「地方税法第13条の2第1項の規定
により、繰上徴収するため上記のとおり納期限を
変更します。」を追記

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

地方税法施⾏令第6条の二の三により「法⼗三条の二第三項の規定による告知は、同条第
⼀項の規定により繰上徴収する旨を法第⼗三条第⼀項の⽂書に記載してしなければならな
い。」とされているため。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度1 修正 共有・報告 納期限変更理由、根拠条⽂を追加する。 問題ないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。

2292 402 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 406 登記原因証明情
報 ②︓要件変更 ②︓前回記載意⾒

登記原因証明情報
１．当事者及び不動産等
（１）当事者…権利者　住所（所在地）　氏
名（名称）、義務者（所在地）　氏名（名
称）
（２） 不動産の表示　別紙財産目録のとおり
２．登記の原因となる事実⼜は法律⾏為
上記のとおり証明します　年⽉日
市⻑名（職務代理者）　担当名　印

所有権移転登記原因書
当事者及び不動産…当事者…権利者（甲）、
義務者（乙）
 不動産の表示
登記の原因となる事実⼜は法律⾏為…売却内
容、移転内容
通知書本⽂テキスト
年⽉日
売主…住所、氏名、押印

④︓現⾏事務処理・現
⾏機能の踏襲

この原因書は、滞納処分の前提条件として、滞納者に代位して売買等による所有権移転登記
を嘱託する場合に、添付書類として作成するものである。義務者及び最下段の証明者欄には不
動産の売主（現在の所有権登記名義⼈）の住所・氏名を記載し、権利者欄には不動産の
買主である滞納者の住所・氏名を記載する。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度4 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
通常⾸⻑名と考えますが、例外的に売り主のケースが考えられるのか。

⾸⻑名しか使用していない ⾸⻑名で証明している。 前橋市では⾸⻑名を記載。

滞納者に代位して売買等による所有権
移転登記を嘱託する場合であるため、
従前の所有者（売主）と滞納者（買
主）をそれぞれ記載する必要があると
考える。

【確認】通常は⾸⻑名と考えます。
前提の帳票がどれなのかわかりません。
証明者欄は⼀般的に⾸⻑でいいと考え
る。

証明者は⾸⻑名であると認識していま
す。 変更なし ⼀般的に⾸⻑名との意⾒多いため、対応しないこ

ととする。

3132 447 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 440 不在者連絡票 18 滞納明細 ⑥︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ ⑧︓業務精度向上
No.18〜33 滞納明細
滞納明細部分は1枚におさまらない場合は別紙となると考えますが、No.469 滞納明細と項目
が異なります。

優先度2 修正 共有・報告 No.469 滞納明細の項目と整合を取るよう修正。 問題ないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。

3134 451 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 441 催告書（差押え
⾔及無） 12 ⽂書本⽂

ほか ①︓新規意⾒

No.12　⽂書本⽂
42桁/5⾏

No.17〜32　滞納明細
帳票要件において、帳票No.469滞納明細の
「要件の考え方・理由」の中に以下の記載がありま
す。
該当の帳票に記載しきれなかった場合、別紙で出
⼒する必要があることから作成した。
　〜略〜
　＜帳票の種類の例＞
　〜略〜、催告書等

ほか

※レイアウトについて別紙（別シート）参照

＜対象項目＞
No.12　本⽂　本⽂は42桁/5⾏で不足は無いのでしょうか。弊社システムでは40⽂字×3
⾏、40⽂字×10⾏、40⽂字×3⾏の3か所に⽂章を印字可能となっており、多数ご利用いた
だいております。（別紙「No.441 催告書（差押え⾔及無）(2)」参照）また、滞納明細を完
全に別紙にするバージョンもあり、40⽂字×3⾏、40⽂字×14⾏、40⽂字×17⾏を印字可能
でこちらも多数ご利用いただいております。今までのようにご利用いただけないということでご指摘を
受けることが予想されます。※ご検討済みであれば問題ございません。
No.17〜32　滞納明細　帳票要件において、帳票No.469滞納明細の「要件の考え方・理
由」の中に以下の記載があります。該当の帳票に記載しきれなかった場合、別紙で出⼒する必
要があることから作成した。催告書等　「催告書等」と記載がありますので、この帳票も別紙とな
る場合は帳票No.469滞納明細を使用するものと考えますが、滞納明細部分のレイアウトが異
なるため利用者が不便に感じるのではないでしょうか。また、諸元表のとおりの桁数・フォントサイズ
で試作してみましたが（別紙「No.441 催告書（差押え⾔及無）」参照）滞納明細部分の
横幅がおさまりませんでした。この帳票の滞納明細部分を帳票No.469滞納明細のレイアウトに
合わせた方がよいと考えます。（帳票No.469滞納明細の方が情報が揃っており、レイアウトの
修正も軽微で済むと考えるため。）
諸元表のとおりの⾏数・フォントサイズで試作してみましたが（別紙「No.441 催告書（差押え
⾔及無）」参照）⾼さがおさまりません。滞納明細部分の1⾏の⾼さを狭めるとおさまりそうでは
ありますが、⾒栄えが良くないのではないでしょうか。
前の指摘の通り、滞納明細部分は帳票No.469滞納明細のレイアウト修正を⾏った上で同じ
レイアウトとし、⾏数を調整した方がよいと考えます。

要確認 修正 共有・報告
本⽂について、42桁×5⾏としているが、⾏数不足の可能性について確認し、必要に応じて修
正。
明細部分は、滞納明細と合わせるよう修正。

問題ないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。

3134 451 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 441 催告書（差押え
⾔及無） 12 ⽂書本⽂

ほか ①︓新規意⾒

No.12　⽂書本⽂
42桁/5⾏

No.17〜32　滞納明細
帳票要件において、帳票No.469滞納明細の
「要件の考え方・理由」の中に以下の記載がありま
す。
該当の帳票に記載しきれなかった場合、別紙で出
⼒する必要があることから作成した。
　〜略〜
　＜帳票の種類の例＞
　〜略〜、催告書等

ほか

※レイアウトについて別紙（別シート）参照

No.23　延滞⾦、No.30　合計　延滞⾦
計算延滞⾦の場合、「要す（999,999,999）」と印字した方がよいかと存じますが、
諸元表、レイアウトともに考慮されていないようです。
また、帳票No.469滞納明細と同様に、タイトル部に「（法律による⾦額）」の記載もあった方
がよいのではないでしょうか。
No.26,27　納期限
諸元表には元号︓全角２桁、年⽉日︓日付型全角９桁と記載があり、仕様書案p27【標準
様式・帳票・共通項目】の記載に従うと「令和４年６⽉１３日」の形式になると考えますが、帳
票レイアウトでは「R99.99.99」となっています。
No.28　備考（期別ごとの備考）国保記号番号や標識番号などの情報を表示すると記載が
ありますが、桁数が5桁となっています。標識番号を印字するには12桁必要と考えます。
No.29　合計　未納額　合計⾏において、No.29合計未納額だけ⽂字サイズが10ptとなって
います。その他の合計額は11ptとなっています。どちらかに統⼀すべきではないでしょうか。
No.29　合計　未納額、No.30　合計　延滞⾦、No.32　合計　総合計額
諸元表では『半角、カンマ編集、11桁』と記載されていますので「999,999,999」となります
が、レイアウトでは「9,999,999,999」と示されています。諸元表は『半角、カンマ編集、13桁』
または『数値、11桁』とすべきではないでしょうか。
No.31　合計　督促⼿数料
諸元表では『半角、カンマ編集、3桁』となっていますので「999」となりますが、レイアウトでは
「9,999」と示されています。（※実際は次の意⾒の通り「9,99」と⾒切れが発⽣していま
す。）諸元表は『半角、カンマ編集、5桁』または『数値、4桁』とすべきではないでしょうか。帳票
レイアウトにおいて、「9,99」と⾒切れが発⽣しています。

要確認 修正 共有・報告
本⽂について、42桁×5⾏としているが、⾏数不足の可能性について確認し、必要に応じて修
正。
明細部分は、滞納明細と合わせるよう修正。

問題ないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。

1655 478 滞納管理 帳票要件 469 滞納明細 ①︓要件追加 ①︓新規意⾒
遠しNo138,139の帳票で優先的破産債権と劣
後的破産債権が合算されて表示されるならば、滞
納明細にも内訳を表示する必要がある。

①︓地⽅税法（法律・
政令・省令）への準拠・
外部機関（eLTAX
等）への対応

国税徴収法基本通達82⑤
破産事件が発⽣した場合において、破産債権がある
場合に使用する。使用頻度は破産事件の件数によ
る。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

優先度1 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
優先的破産債権、劣後的破産債権を、それぞれ1明細ずつ出⼒する想定。1つの明細内で区
別することは想定していないが、問題ないか。

問題ないと考える それぞれ1明細ずつ出⼒で良い。 問題ない。 記載の内容で問題無いと思われる。 【確認】明細が、それぞれ出⼒されれば
問題ないです。 問題ない。 変更なし 対応内容列に記載の方針で対応する。

3204 482 滞納管理 帳票印字項目・諸元表 469 滞納明細 9 通知書番号 ②︓要件変更 ①︓新規意⾒ 桁数/⾏
10

この帳票に限らずですが、通知書番号は10桁では不足しているのではないでしょうか。（催告書
や分割納付明細書のレイアウトに合わせて、10桁に統⼀されているのかと推測しています。ご検
討済みであれば問題ございません。）また、「法⼈住⺠税の場合は、法⼈番号を記載する」と記
載がありますが、法⼈番号は13桁かと存じます。そもそも通知書番号ではなく法⼈番号を記載
するで問題はないのでしょうか。

①︓現⾏システムでパッ
ケージ標準で実装している
帳票

要確認 修正 共有・報告 課税側の通知書番号の桁数にあわせて、最大桁数を確保するよう修正する方針。 問題ないと考える 修正 対応内容列に記載の方針で対応する。
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④仕様書改定案（その他）のご意⾒【滞納管理】

重複意⾒
（連番）

類似意⾒
（連番）

他業務確認
（該当○）

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）
構成員確認（WT）要否 対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針
（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）
修正内容

12 1 その他

業務フロー
2.1.
差押・交付要求
配当・充当

②︓変更 ①︓新規意⾒
先に充当処理をしてから配当計算書・
充当通知書を作成しようとする業務フ
ロー

当該⼿順は、差押え（⾦銭以外）の場合において、国税徴収法の規定に著しく反しており、先に配当計算書を発し
てから充当処理をする⼿順に修正する必要がある。
【国税徴収法の規定する処理⼿順︓差押え（⾦銭以外）の場合】
①︓換価代⾦を受け⼊れた後は、まず配当計算書を作成し、その謄本を滞納者や他の債権者に発送する。
②︓①の発送日から７日を経過した日に、換価代⾦を滞納税に充当し、⼜は他の債権者に配当する。（参考︓充
当通知書の送付は要さない。）
【国税徴収法の規定する処理⼿順︓差押え（⾦銭のみ）⼜は交付要求の場合】
①︓差し押さえた⾦銭⼜は執⾏機関から配当を受けた⾦銭は、滞納税に充当する。
②︓充当通知書を滞納者に送付する。

優先度2 12 修正 共有・報告

配当計算書を送付→７日後に充当　という⼿順が正しいと思われるため、業務フローを
以下のように修正する。
開始→収⼊⾦データ登録→配当計算書作成→通知→充当処理（７日後※期間短
縮を除く）→通知→交渉経過記録→終了
※実際には充当通知を配当計算にまとめて送付している⾃治体もあると認識している。
業務フローはあくまで参考であるため、法的に正しい⼿順を記載しつつ、充当通知を配
当計算にまとめて送付することも許容する方針とする。

問題ないと考える

開始→収⼊⾦データ登録→配当
計算書作成→通知→交渉経過
記録→充当処理（７日後※期
間短縮を除く）→通知→交渉経
過記録→終了ではないでしょう
か。

修正 交渉経過記録が配当計算と充当処理両方
に必要であるため、修正する。

13 2 その他

業務フロー
2.3.
差押・交付要求
参加差押 不動産

②︓変更 ①︓新規意⾒ 裁判所の差押えがある場合に滞調法２
９の通知をしようとする業務フロー

参加差押の場合には当該通知を要さない。なお、先⾏する滞納処分の差押えが解除され、当該参加差押が繰り上
がって差押えの効⼒を有することになった場合には、その事実が滞調法１４、滞調令７①五、２１①②により執⾏裁
判所に通知されることとされている。そのことによって滞納処分と強制執⾏等との⼿続きの調整が担保されるのだから、
本件変更をしたとしても、実務上の祖語が⽣じることはない。

優先度2 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
構成員確認。左記のフロー修正にて、実務上問題はないか。

問題ないと考える 問題ない。 記載内容で問題無いと思われる 【確認】問題ないと思います。

「左記のフロー修正」の内容が不
明。
主旨から推測する限り問題ない内
容だと思われる。

意⾒の部分はそのとおりですが、滞
調法の執⾏機関は登記に記載の
あることから権利者として通知が必
要です。

修正

裁判所への通知は実施するが、滞調法として
の通知ではないことに留意が必要。

→業務フロー 2-3.について、裁判所の差押
有無の分岐以降のフローを削除する。

16 5 その他

業務フロー
2.13.
差押・交付要求
参加差押の解除（登
記が必要な 財産）

②︓変更 ①︓新規意⾒ 執⾏機関に解除通知を交付しようとす
る業務フロー 参加差押の場合には、処分時にも解除時にも、滞調法に基づく執⾏機関への通知を要さない。 優先度2 16 要検討 意⾒聴取

ワーキングで検討

<確認事項>
参加差押解除通知書※執⾏機関用　について、各ベンダ実装していること、過去のワー
キングで意⾒がなかったことから、執⾏機関への通知はあるものと認識。要不要について
ご意⾒をいただきたい。

問題ないと考える
執⾏機関への通知は実施してい
る

執⾏機関への通知は必要 不要 必要であると思われる。

【確認】滞調法に基づく執⾏機関
への通知を要さない。とあるだけで
通常の執⾏機関用は必要と考え
ます。

必要。 上記に同じ

「参加差押解除通知書※執⾏機
関用」は必要である。強制執⾏に
よる差押えについては構成員意⾒
と同認識だが、滞納処分による差
押えの執⾏機関（⾏政機関）に
対する解除通知書は必要と認識
している。
業務フロー上の「参加差押解除通
知書※執⾏機関用」送付先の標
記について、「執⾏機関（強制執
⾏を除く）」とする等の修正ではい
かがか。

修正 執⾏機関（強制執⾏を除く）旨を備考に記
載することで対応する。

18 7 その他

業務フロー
2.17.
差押・交付要求
交付要求（破産）

②︓変更 ①︓新規意⾒
破産債権に該当する場合、裁判所と滞
納者に「交付要求通知書」を送達しよう
とする業務フロー

執⾏機関である裁判所に送達するのは「交付要求書」である。なお、破産債権の交付要求を⾏う際には、その交付
要求に係る破産事件を取り扱う裁判所が執⾏機関として位置づけられている。国税徴収法８２①を参照のこと。 優先度2 18 修正 共有・報告 「交付要求通知書」→「交付要求書」に修正 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

20 9 その他

業務フロー
3.1.2.
公売管理
公売（2/2）

②︓変更 ①︓新規意⾒ 売却決定通知書を第三債務者に交付
しようとする業務フロー 売却決定通知書を交付する相⼿は買受⼈である。徴収法１１８を参照のこと。 優先度2 20 修正 共有・報告

現⾏の第三債務者等宛の帳票は、電話加⼊権、振替社債に係る売却決定通知であ
ること、
国税徴収法118条における売却決定通知書は通常の買受⼈に交付する必要があるこ
とから、以下の修正を⾏う。
（修正前）
売却決定通知書※第三債務者等用（必須）
売却決定取消通知書※買受⼈用（必須）
（修正後）
売却決定通知書※買受⼈用（必須）
売却決定通知書※第三債務者等用（オプション）
売却決定取消通知書※買受⼈用（必須）
売却決定通知書※第三債務者等用（オプション）
※第三債務者等用は、財産が電話加⼊権、振替社債と、いずれもオプション帳票のた
め、足並みをそろえたことによる。

問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

21 10 その他

業務フロー
4.14.
減免・猶予・停止
求意⾒書対応

②︓変更 ①︓新規意⾒

権利者への競売続⾏決定通知書の根
拠規定について、競売に対する疑義の
有無によって異なる（有の場合は滞調
令９、無の場合は滞調令１２）ものと
している業務フロー

当該根拠規定の違いは、先⾏する強制換価⼿続の種類によるもの（不動産の強制競売の場合は滞調令９、不動
産の競売の場合は滞調令１２）なのであって、競売に対する疑義の有無とは関係がない。 優先度2 修正 共有・報告

滞調令9条⇒強制執⾏続⾏決定の場合に使用。
滞調令12条⇒任意競売に係る続⾏決定の場合に使用。
よって、現⾏の記載「競売の疑義」を、競売の種類…強制競売/任意競売　で分岐させ
る

（法令︓滞納処分と強制執⾏等との⼿続の調整に関する政令）
第九条　国税徴収法第⼋⼗⼀条の規定は、法第⼗三条の不動産について強制執⾏
続⾏の決定があつた場合に準用する。
第⼗二条　第七条から第九条までの規定は滞納処分による差押えがされている不動産
を目的とする競売が開始された場合について、第⼗⼀条の規定は滞納処分による差押
えがされている船舶を目的とする競売が開始された場合について準用する。

問題ないと考える

任意競売という⾔い方は、強制競
売との対比でする場合もあります
が、実務上違和感があります。
単に競売（本当は担保権実⾏の
ための競売でしょうが）でよいので
はと思います。また令12条が任意
競売なのではなく令12条で令９
条が準用されるので両方の条⽂を
記載するべきでしょうが、わかりやす
いのはどうなのでしょうか︖

修正 左記方針のとおり

23 12 その他

フロー
滞納管理
2.2
2.3
2.11
2.13

不動産など登記にかか
わる財産の、差押、参
加差押、解除について

②︓変更 ②︓前回記載意⾒ 時系列が、登記　→　差押書の送達

国税徴収法６８条などのとおり、正しくは、差押書の滞納者への送達が、差押の効⼒発⽣となり、差し押さえた場合
には登記を嘱託することとなっている。仮に登記が先にされてしまった場合は、登記完了日が差押の効⼒発⽣日とな
る。
　また、登記を嘱託する際に、原因情報証明を⾏うが、差し押さえていないにもかかわらず、その証明を⾏うことはでき
ず、もちろん法務局は登記を承諾することもない。
　参加差押や解除も同様。効⼒が発⽣してから登記を嘱託するもの。

優先度3 23 修正 共有・報告 登記が差押の後に来るよう、順序を修正する。 問題ないと考える

参加差押の場合は、①差押機関
への参加差押書の送達→②滞納
者への通知+法務局への登記
（同時）の順番になります。

修正
①差押機関への参加差押書の送達→②滞
納者への通知+法務局への登記（同時）に
ついても反映させる。

25 14 その他
フロー
滞納管理
2.4

差押（無体財産） ②︓変更 ①︓新規意⾒ ⼀律に登記を不要としている。 国税徴収法72条のとおり、無体財産のうち、同条に規定する財産については、不動産同様の処理となるため、登記を
要するものもある。 優先度2 追加 共有・報告 無体財産で登記が必要なケースが考えられるため、業務フローに登記のフローを加える。 問題ないと考える 追加 左記方針のとおり

26 15 その他
フロー
滞納管理
4.2

分割納付登録の有無
の選択 ①︓追加 ①︓新規意⾒ ⼀律に分納計画登録としている。 徴収の猶予にあっては、分割納付とすることが出来るとなっており、分割納付としないことも選択肢に挙がるので、登録

するかしないかを選択できるものとすること。 優先度2 修正 共有・報告 徴収猶予で分納計画を⽴てない場合は関連帳票を出⼒しないこととなるため、フローを
修正する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

29 18 その他 フロー
滞納管理 存在しない ①︓追加 ①︓新規意⾒ 存在しない 督促状発布情報の収納管理側から滞納管理側への連携等フロー図が存在していない。

収納管理側のフローにも存在していない。 優先度2 全税目 追加 共有・報告
各税目間の連携について記載する。
税以外の他システムからの連携については、業務フローを理解するにあたり必要な場合に
記載することとする。

問題ないと考える 追加 左記方針のとおり

78 19 本編 2.17 差押・交付要求
交付要求（破産） ③︓削除 ①︓新規意⾒

業務フローの財産⼊⼒をなくすまたは⼊
⼒するかどうかの選択に変更をお願いし
たい。

業務フローの財産⼊⼒について、破産の場合の財産を⼊⼒することは困難なため、⼊⼒せずともフローが進むように変
更していただきたい。 優先度2 修正 共有・報告 破産交付要求の差異は財産⼊⼒が不要となるため、フロー「財産⼊⼒」を削除する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

119 24 その他 業務フロー
2.15.

2.15. 差押・交付要求
̲交付要求 ②︓変更 ①︓新規意⾒

「交付要求書 ・ 交付要求通知書作
成」により出⼒する帳票
　　交付要求通知書 ※滞納者用
　　交付要求通知書 ※権利者用
　　交付要求書 ※執⾏機関用
　　交付破産 交付要求決議書兼交付
要求通知決議書 財団債権 決裁用

「交付破産 交付要求決議書兼交付要求通知決議書 財団債権 決裁用」ではなく、「交付要求決議書兼交付要
求通知決議書※決裁用」が正しいと思料。 優先度2 119 修正 共有・報告

「交付破産 交付要求決議書兼交付要求通知決議書 財団債権 決裁用」→「交付
要求決議書兼交付要求通知決議書※決裁用」に修正 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

122 27 その他 業務フロー
2.8.1.

2.8.1. 差押・交付要
求̲差押(⾃動⾞)
（1/2）

②︓変更 ①︓新規意⾒
「（差押）登録嘱託書（⾃動⾞）の
作成」→運輸支局（登記）→「差押
登録」→「差押調書作成」

・⾃動⾞については登記ではなく登録です。
・差押えを登録原因として登録嘱託するため、正しくは次のとおり。
「差押登録」→「差押調書作成」→「（差押）登録嘱託書（⾃動⾞）の作成」→運輸支局（登録）

優先度2 122 修正 共有・報告 誤記の為、「登記」→「登録」に修正する。
登録の順序についても修正する。 問題ないと考える

「差押通知書の作成」→「滞納者
への通知」→「差押調書作成」→
「（差押）登録嘱託書（⾃動
⾞）の作成」→運輸支局（登
録）ではないでしょうか。

修正 差押をもって登録嘱託に移るため、豊橋市意
⾒のとおりとする。

124 29 その他 業務フロー4.14 4.14.減免・猶予・停
止̲求意⾒書対応 ②︓変更 ①︓新規意⾒ ・「競売続⾏決定決議書」

・9条について「競売続⾏決定決議書」が⾒当たりません。
・業務フローの内容と事務の流れ（下記のとおり）が⼀致していないと思料。
裁判所からの「競売開始決定通知書兼求意⾒書」を確認
→「求意⾒等に対する回答」を裁判所に送付
→「競売続⾏決定通知書 」を裁判所から受理
→「競売続⾏決定通知書 」を権利者あて送付

優先度2 124 要検討 意⾒聴取

競売続⾏決定決議書が不足しているため、９条の作成書類に追加する。

<確認事項>
現⾏の業務フローでは、求意⾒などに対する回答と、競売続⾏決定通知書を同時に送
付することとなっているが、求意⾒等に対する回答→競売続⾏決定通知書　の順番へ
の修正で問題ないか。

問題ないと考える 問題ない。 記載内容で問題無いと思われる 【確認】意⾒書を提出後に続⾏決
定になるとの⾒解 問題ない。 追加 左記方針のとおり

125 30 その他 業務フロー9.1. 9.1.その他̲窓口納付 ②︓変更 ①︓新規意⾒ 【コメント】該当する機能要件
①3.1.3 窓口領収 機能要件において「3.1.3 納付書仕様」はありますが、「3.1.3 窓口領収」は不⾒当。 優先度2 125 削除 共有・報告 窓口納付は収納管理システムの要件で記載するため、滞納管理システムからは削除す

る。 問題ないと考える

実務上は、滞納管理システムにて
仮⼊⾦処理→納付書を発⾏し受
領→お⾦と納付済通知を市⾦庫
へ持参→会計室経由→収納管
理システムに反映。この流れが収
納管理の要件に載れば問題な
い。
なお、フローに載っても載らなくても
以上の対応となる。

削除 左記方針のとおり

126 31 その他 業務フロー9.2. 9.1.その他̲納付書発
⾏ ②︓変更 ①︓新規意⾒

【コメント】該当する機能要件
①2.3.1 交渉経過管理
➁3.1.1 3.1.2 納付書即時発⾏
③3.1.3 各種納付書発⾏

機能要件において「3.1.3 納付書仕様」はありますが、「3.1.3 各種納付書発⾏」は不⾒当。 優先度2 削除 共有・報告 該当する機能要件③3.1.3.各種納付書発⾏を削除する。 問題ないと考える 削除 左記方針のとおり

128 32 その他 業務フロー4.1. 4.1. 減免・猶予・停止
̲延滞⾦減免 ②︓変更 ①︓新規意⾒

【コメント】該当する機能要件
①2.3.1 交渉経過管理
➁4.1.4 延滞⾦減免

機能要件において「4.1.3̲延滞⾦減免」はありますが、「4.1.4̲延滞⾦減免」は不⾒当。 優先度2 修正 共有・報告 「➁4.1.4 延滞⾦減免」→「➁4.1.3 延滞⾦減免」に修正する。 問題ないと考える
延滞⾦減免の情報を収納側に連
携⼜は登録するフロー部分も必要
ではないでしょうか。

修正 減免される延滞⾦の連携についても登録を想
定している。

129 33 その他 業務フロー
4.13.

4.13. 減免・猶予・停
止̲執⾏停止の取消 ②︓変更 ①︓新規意⾒

・業務フロー上、通知書を出⼒せずに、
滞納者に通知書を送付している。
・「滞納処分の停止解除決議書（決裁
用）」「滞納処分の停止取消通知書」

・決議書と通知書を同時に出⼒してから、滞納者に通知書を送付するフローとすべき。
・「停止解除」「停止取消」が混在。 優先度2 129 修正 共有・報告

・通知書の出⼒が記載されていないため、追記する。
・「停止解除」「停止取消」が混在。
　→停止取消に統⼀

問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

202 36 その他

業務フロー
（滞納整理）
2.1

差押・交付要求
配当・充当 ④︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 「配当計算書・充当通知書作成→通

知」間の作成書類⼀覧について 出⼒される帳票のうち、「配当計算書別紙」に⾔及がない。 優先度2 追加 共有・報告 送付資料に、配当計算書別紙を追加する。 問題ないと考える

標準仕様書では配当計算書別
紙ですが、別紙は法などに定めは
なくシステム設計の都合によるもの
と思います。配当計算書付属書
類とは異なるものです。業務フロー
に記載することが適当でしょうか︖
記載することで混乱や誤解を⽣む
ことはないでしょうか︖

追加 左記方針のとおり

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針

ご意⾒連番 資料名
（選択肢から選択）

項番/
章番号 項目名 意⾒の分類

（選択肢から選択）
新規意⾒区分

（選択肢から選択） 該当箇所業務内
連番

帳票レイアウ
ト関連意⾒
（該当○）

令和４年度　全国意⾒照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

優先度

分類用フラグ WT構成員　回答集約
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④仕様書改定案（その他）のご意⾒【滞納管理】

重複意⾒
（連番）

類似意⾒
（連番）

他業務確認
（該当○）

要件修正方針
（追加、修正、削除、変更

なし、要検討）
構成員確認（WT）要否 対応内容 A市 B市 C市 D市 E市 F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁

要件修正方針
（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）
修正内容

WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針

ご意⾒連番 資料名
（選択肢から選択）

項番/
章番号 項目名 意⾒の分類

（選択肢から選択）
新規意⾒区分

（選択肢から選択） 該当箇所業務内
連番

帳票レイアウ
ト関連意⾒
（該当○）

令和４年度　全国意⾒照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案）

優先度

分類用フラグ WT構成員　回答集約

203 37 その他
業務フロー
（滞納整理）
4.13

減免・猶予・停止
執⾏停止の取消 ④︓表現の⾒直し ①︓新規意⾒ 「滞納処分の停止取消通知書の作成

→通知」間の作成書類について
滞納処分の停止解除決議書（決裁用）のみ記載されているが、送付用の滞納処分の停止取消通知書も、同じタ
イミングで作成という流れで良いか。 優先度2 追加 共有・報告 作成⽂書に、通知書についても併せて記載する。 問題ないと考える 追加 左記方針のとおり

263 50 その他

2-6̲
業務フロー̲
滞納管理
3.1.1.
3.1.2.

公売管理
公売（1/2）
公売（1/2）

①︓追加 ①︓新規意⾒ 帳票関係

不動産等の公売、動産の公売の２つフローが必要になると考えます。
差押財産の公売について（予告）にも決裁用も出⼒できればよいと考えます。

載っていない必要な帳票についてはオプション⼜は⼿作りにて対応か。
※公売決議、⾒積価格評定、最⾼価申込関係（決定、公告、通知書）

優先度2 要検討 意⾒聴取

差押財産の公売について（予告）にも決裁用も出⼒できればよいと考えます。
→追加する。

載っていない必要な帳票についてはオプション⼜は⼿作りにて対応か。
※公売決議、⾒積価格評定、最⾼価申込関係（決定、公告、通知書）
→実装してもしなくても良い帳票は業務フロー上記載していないため、ベンダによってはシ
ステム出⼒される。帳票要件に実装のない帳票は⼿作りでの対応を想定。

<確認事項>
不動産と動産で、現⾏の業務フローを修正するとした場合、どの箇所を修正すればよい
かご教示いただきたい。

問題ないと考える 業務フローに違いはないと思いま
す。

動産と不動産で分けなくても問題
ないと思われるが、但し書きが必
要。

①「公売通知書作成」・・・「※接
触状況による」
②「権利移転の⼿続き」・・・「※
公売財産による」

①は滞納者と接触ができている場
合は送付の必要なし。
②は、例えば軽⾃やテレビなどは
移転⼿続きは必要ない。⼿続き
＝引き渡し⾏為であるなら問題な
し。

別件で、⾒積価格・公売価額と
表記のゆれがあるため、「⾒積価
額」に統⼀した方がよいのでは。

動産公売であれば、権利移転⼿
続の代わりに動産引き渡しや動産
の郵送といった⼿続が必要になると
思われる。
また、落札されなかった場合は動
産の返還⼿続とそれに伴う帳票の
作成通知が滞納者に対し必要と
なってくると思われる。

【確認】浜松市です。公売のグ
ループ員の変更もあり、現在の担
当に聞いたところ、このフロー図で
問題ないとの⾒解になりました。

不動産の場合は、最⾼価格申込
者が辞退した場合、国税徴収法
113条第2項に基づき次順位の
者に「次順位買受申込者に対して
売却決定をした旨の通知」を、通
知書または口頭で出すこととなる。
動産の場合はこの過程は無い。
フローの修正箇所としては、不動
産公売の場合は3.1.2の公売実
施から買受代⾦の受領の間に国
税徴収法第113条関係の⼿続き
が挿⼊される場合がある

売却決定前の警察調査

動産の場合、業務フロー滞納管
理3.1.2中の「権利移転の⼿続
き」が、「動産等の引渡し」に変更
されるものと思われる。（国税徴
収法第119条）
なお、同法第118条において、動
産については売却決定通知書の
交付をしないことができる旨規定が
あるが、不交付とするかは各⾃治
体の判断によるものと思われるた
め、動産の場合も「売却決定通
知書作成」は業務フローに残した
ままでもよいと考える。
参考︓国税徴収法第118条
税務署⻑は、換価財産（有価証
券を除く。）の買受⼈がその買受
代⾦を納付したときは、売却決定
通知書を買受⼈に交付しなけれ
ばならない。ただし、動産について
は、その交付をしないことができる。

修正

基本的にはフローを分離せず、補足などで対
応することとする。

動産と不動産で分けなくても問題ないと思わ
れるが、但し書きが必要
①「公売通知書作成」・・・「※接触状況によ
る」滞納者と接触ができている場合は送付の
必要なし。
という意⾒について、業務フロー上補足する。

権利移転⼿続きについて、動産であれば引渡
しが必要という意⾒について、「権利移転・引
渡しの⼿続き」に修正する。

「次順位買受申込者に対して売却決定をした
旨の通知」について、動産であれば不要という
意⾒について、オプション帳票に関する記載は
業務フロー上しない整理のため、対応しない。

269 57 その他

2-6̲
業務フロー̲
滞納管理
7.2.

分割納付
分納履⾏管理 ①︓追加 ①︓新規意⾒ 履⾏の管理 開始の後に不履⾏のフローだけではなく履⾏の流れも必要と考えます。 優先度2 修正 共有・報告

履⾏者は特に対応の必要がないため、分納不履⾏者抽出→分納不履⾏通知書作成
の間に、履⾏したかどうかの分岐を設けることとする。 問題ないと考える

分納履⾏完了者については、機
能要件2.4.1での記載のとおり、
分納計画の完了登録等の処理が
⾏われるものと認識している。

修正 履⾏完了についてもフローを追加する。

270 58 その他

2-6̲
業務フロー̲
滞納管理
8.4.

催告
臨⼾ ①︓追加 ①︓新規意⾒ 差置後の流れ 差置をした事実について交渉経過記録があった方がよいと考えます。 優先度2 修正 共有・報告 差置から伸びる⽮印を、交渉経過記録に結びつけるように変更する。 問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

272 60 その他

2-6̲
業務フロー̲
滞納管理
2.1.

差押・交付要求
配当・充当 ①︓追加 ①︓新規意⾒ 配当計算書・充当通知書作成 配当計算書・充当通知書作成後、充当用納付書または消込用データが作成される。会計課や消込担当課へ送付

（データ送信）が必要と考えるためフロー図に追加した方がいいのではないか︖ 優先度2 修正 共有・報告

配当計算書・充当通知書作成後、充当用納付書または消込用データが作成される。
会計課や消込担当課へ送付（データ送信）が必要と考えるためフロー図に追加した方
がいいのではないか︖
　→会計課への充当用納付書の提出は、滞納システムで充当通知書作成、充当納
付書出⼒後に会計課（財務会計）に提出することが分かるよう記載する
　→消込担当課への消込データ送信は、収納管理システムへの連携を記載する。
　→上記が、2パターンに分かれるように表現する。

問題ないと考える 修正 左記方針のとおり

273 61 その他

2-6̲
業務フロー̲
滞納管理
8.2.

催告
催告書（⼀⻫催告） ②︓変更 ①︓新規意⾒ 交渉経過記録

現状のフロー図では催告書通知後、交渉経過記録となっているが、催告書の作成時に交渉経過記録（発送予定日
で登録）すべきではないか︖
⼀⻫催告の引き抜きはデータ作成後の課税状況の調定額変更、納付、住所変更、滞納処分等多岐の理由にわた
る。発送交渉経過に催告発送の記録があるため引抜をする必要があると気づくため。
あわせて引き抜いた際発送の前または後に発送の交渉経過の削除または引抜した旨の交渉経過⼊⼒が必要。

優先度2 修正 共有・報告

＞現状のフロー図では催告書通知後、交渉経過記録となっているが、催告書の作成時
に交渉経過記録（発送予定日で登録）すべきではないか︖⼀⻫催告の引き抜きは
データ作成後の課税状況の調定額変更、納付、住所変更、滞納処分等多岐の理由
にわたる。発送交渉経過に催告発送の記録があるため引抜をする必要があると気づくた
め。
　→順序を修正する。

＞あわせて引き抜いた際発送の前または後に発送の交渉経過の削除または引抜した旨
の交渉経過⼊⼒が必要。
　→機能要件2.2.2.「また、引抜きリストの対象者は、催告書発送履歴（交渉経過
を含む）を⾃動で削除されること。」があるため、削除が必要。分岐の作成について検討
する。

問題ないと考える 修正 左記方針のとおり
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